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最新労働事情解説

労働法はどのように
して作られるのか

講師●政策研究大学院大学教授　濱口　桂一郎（はまぐち　けいいちろう）

ここ数年、労働法は目まぐるしく制

定・改正されております。これら制定法

は企業実務、労使関係の在り方に大きな

影響を与えるものですが、どのようなプ

ロセスで制定されているのでしょうか。

今回は労働政策研究の第一人者である政

策研究大学院大学教授の濱口桂一郎先生

を講師にお迎えし、労働法立法過程につ

いてご解説いただきます。

戦前戦後の労働立法の過程における三

者構成原則の史的展開や、規制緩和への

対応などに触れながら、今後の立法に課

せられた問題点などについてお話をして

いただきます。



労働法学研究会報 No.2406 5

本定例会のポイント

「二者協議」による労使自治

労使の二者協議によるいわゆる労使自治が三者構成の源泉といえるも

のである。歴史的には19世紀から20世紀のはじめにかけてヨーロッパ

諸国で確立したものであり、第一次世界大戦後のパリ平和会議で、戦争

の原因となる国内の労働問題の緊張を避けるため、労働条件の国際的規

制を図る国際労働機関が設立された。その条約の立法プロセスに明示的

に労働組合の関与が書かれたのが三者構成原則の出発点となった。

日本の三者構成原則

戦前は労働者を代表できるような労働組合もなく、内務省社会局が労

働組合法案を何度も国会に提出したが成立せず、結局戦前の立法プロセ

スの中では、三者構成原則は機能していなかった。最初に三者構成原則

の下で作られた機関は敗戦の二か月後1945年10月設立の労務法制審議

委員会であり、労働組合法の作成を目的としていた。その後労働法整備

と共に労働基準委員会、職業安定委員会等が作られて三者構成原則が確

立した。

戦後三者構成原則の展開

当初は労働組合の育成を図っていたGHQは、官公労を中心に先鋭化

する労働運動に対して方針を転換、その指令に基づいて労働組合法が改

正された。その後学識経験者による研究会によって審議会で労使が検討

する叩き台を作成するようになり三者構成の仕組みが上手く機能するよ

うになった。しかし、行政改革と規制緩和の波を受け、三者構成の枠の

外からの力が強まり、合意形成機能が低下してしまった。

労働時間規制撤廃

本来賃金制度の在り方をめぐる議論であったはずが、話が歪んでしま

い、時間外手当をどうするかの話が、労働時間規制撤廃の話になってし

まった。結果的に労使の論点がかみ合わず、三者構成原則の利害調整機

能が働かなかった。



はじめに

ご紹介いただきました濱口です。

法律はどのようにして作られるのかと

いう問いに対する答えは本来政治学や憲

法学の担当です。

皆さん中学校の社会科で習っていると

思いますが、三権分立という大原則があ

りまして、法律を作るのは立法府、国会

だということになっております。

４年に一度、あるいは解散があればそ

の都度衆議院選挙があります。参議院も

ありますが、20歳以上の国民が投票して

国会議員を選びます。

この選ばれた議員たちが国会で議論し

ていろいろな法律を作るというのが建前

です。国会を通らないで法律ができると

いうことは今の日本ではありえません。

できた法律に基づいて、政府が政令を

作り、各府省が府令省令、通常は何々施

行規則といういい方をしますが、規則を

作り、大臣が大臣告示というのを出し、

ここまでがいわゆる法令に入ります。

法令の下に普通は局長が出す、通達が

あります。特に労働行政だとこの通達に

大事なことがたくさん書いてあります。

しかし、厳密にいうとこの通達というの

は法令ではありません。

通達に何が書いてあるからといってこ

れがそのまま一般国民を拘束するという

ことは、これは大原則としてはありませ

ん。拘束するのは大臣告示までというの

が大原則です。

これがいわゆる憲法とか行政法とかい

う世界の建前なのですが、ところが政治

学者がこの問題にアプローチすると、

「そんなこといったって実際はどうなっ

ているのか」という話になります。

立法過程の仕組

実は世界中でまともに立法が行われて

いる先進国を対象として考えても、国会

議員だけで法律を作っているというのは

アメリカぐらいだろうと思います。

小さな国の事情までは知らないのです

が、一般的にいうと大体ヨーロッパの多

くの国は、法律というのは、最終的に作

るのはもちろん国会なのです。その法案

は多くの場合、政府の関係部局が作ると

いうのが一般的な仕組みになっていま

す。

アメリカはそうではなくて、アメリカ

は国会議員のみんなが法案を出すので

す。なぜ国会議員にそんなことができる

のかというと、アメリカの場合は国会議

員が膨大な数のスタッフを持っていて、

このスタッフが日本やヨーロッパ諸国の

役人のように、いろんな専門知識を持っ

ていて、このスタッフが作るから成り立

っているのです。

もちろん日本にはそういうものはあり

ませんので、当然のことながら国の各機

関、各省庁が法案を作るということにな

ります。ここから政治学というよりも政

治ジャーナリズムの世界に入ってくるの

ですが、関係の業界だとか、利権に絡む

人たちなどというのがいて、この人々が

立法過程、政策決定過程にいろいろ関与

するという話になってきます。

昨今のマスコミでは、そういう業界利

権政治があるべき政治を歪めているとい

1 民主主義国家の政策決定原理 
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うのが流行の議論です。

だから、大原則に戻って、憲法には立

法府は国会だと書いてあるのだから、国

会議員がちゃんと立法活動をやるように

しましょうという、ご立派な理念の議論

がもてはやされてきます。

役所に任せると役人と業界の人間が結

託して、自分たちに都合のいい法律をで

っち上げるのではないか。

官僚と業界と政治家の中の族議員とい

うこの３つがつるんで悪いことをしてい

るのではないかというのが、マスコミが

非常にもてはやしてきた図式です。

とはいえ、そのためには日本の政治シ

ステムを根本から変えないといけませ

ん。つまり役人に代わるような専門的な

知識を持ったスタッフを作らなければい

けませんが、そんなことを国民が認める

とはちょっと思えません。

客観的な立場

いずれにせよ、役所の審議会などとい

うところに任せておくと、自分たちの都

合のいいことばかりやって、国民の目の

届かないところで勝手なもの、悪いもの

を作ってしまう。だからそういうことを

しないようにしなければいけませんとい

うわけですね。

では誰がそれを見張るのかというとい

ろいろと、「我こそ見張り役だ」という

人たちが出てきます。

典型的なのがいわゆる市民運動をして

いる人たちでして、「我こそは市民運動

でまったく客観的な立場からそういう特

殊な利害をけしからんといって、叩くの

だ」というわけです。

それは確かにそういう面もあります。

そういう動きや運動が役に立つ面も世の

中にはあります。ただ一番根本的に問題

なのは、そういう人たちが本当に客観的

な立場で、これはけしからんのだといっ

ているのだと誰が判断できるのかという

ことです。

国会議員というのは少なくとも何十万

票という票を取っているのです。それは

裏で何をやっているかわかりませんが、

少なくともそれだけの支持は得ている。

ところがそういうプロフェッショナル

な市民運動をしている人たちというの

は、誰があなたにその権限を与えたので

すかというと、じつはよくわからないの

です。「自分でそう主張しているだけ」

という面があります。

これに対して、現在日本で流行ってい

るのは、国民が支持を与えた国会議員に

よって選ばれた内閣総理大臣が指名した

偉い学者先生が言ってることが客観的で

正しいという立場です。

民主主義の観点からすればそれはそれ

で一定の正当性があります。国民の多数

が選んだ人が、この人のいうことに従う

んだ、基づくんだといってやっている場

合は、民主的な正当性はあるのです。し

かし、それが客観的で正しいと言えるか

どうかはまた別の問題です。

要するにそういう学者先生は、極めて

賢いのだ。非常に賢くて他の一般国民が

わからないような非常に難しい議論をや

って、それでもって正しい方向を指し示

すのだというわけですね。

しかし、本当に何がそれを証明してく

れるのかは実の所わかりません。ある意

味で、天下り的な神様のお告げみたいな

ところがあるわけです。
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政策決定の原理

これに対して、直接の利害関係者、そ

れも利害が真っ向から対立する労使当事

者が政策決定に関与するからこそ、その

政策決定に正当性が付与されるというの

が、今日一番申し上げたいテーマである、

「三者構成原則」というものです。とこ

ろが、実は日本のマスコミではこれはあ

まり評判がよろしくありません。それど

ころか評判がよろしくない以前の問題で

して、実はあまりよくわかっていないと

いうところが、たぶん正解だろうと思い

ます。

三者構成原則といっても、使用者だっ

て労働組合だって既得権を持った利害関

係者ではないか。それは要するに医師会

が医療政策を説いたり、土建屋さんの業

界が建設にあれこれいったり、そういう

のと似たような話ではないか。

そうすると、厚生労働省の労働関係の

審議会だってそういう特別の利害を持っ

た人達が集まって何かにやにや笑いなが

らやっているのではないかというのが一

般的なイメージだろうと思います。

マスコミの中にも労働問題を専門的に

追っている人というのはある程度わかっ

ている人もいるのですが、だんだんデス

クの上のほうに上がっていくと、他の政

府のいろんな分野と同じような認識で見

る傾向が強まるようです。

ですから三者構成原則というのはこん

なに大事なのだよということをいって

も、なかなか通用しないというところが

あるのです。つまり、そもそも三者構成

原則とは何かという話からしなければな

りません。

おそらく皆さんも三者構成原則という

ことの基本的な概念については、当然ご

存知の方が多いと思いますが、それがど

のように発展してきたかという生成発展

のプロセスについて、具体的な知識をお

持ちの方というのはそれほどいらっしゃ

らないのではないかなと思います。

実務家の方というのはどうしても目の

前のことを一生懸命追いかけているとい

うことで、なかなか過去へ行かないので

す。

私もそうで、今から23年前に旧労働省

に入りましたけれども、やはり労働省の

中にいたときは次から次からやってくる

課題や任務に追われまして、目の前の仕

事を追いかけるのに一生懸命でした。

昔はどうなっていたか、それがどうや

って今みたいになったのかというのをじ

っくり腰を落ち着けて調べて考えるとな

どということは、なかなかできなかった

のです。

幸いいま、大学に出ておりまして、物

事をじっくり考える時間があるというこ

とで、この三者構成原則についても、論

文を書くほどたいそうなものでもありま

せんが、ひとさまに簡単にお話しする程

度の簡単な今までの経緯についてはだい

たい頭に入っております。

源泉としての二者協議

まず本日の前半は、日本においてこの

三者構成原則というものが、どのように

作られ、これまでどう流れてきたかとい

2 日本の三者構成原則 
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うことからお話しをしていきたいと思い

ます。

そもそも三者構成の三者とは何かとい

うところから知らない人には話す時は始

まるのですが、皆様はもうご承知のよう

にこの三者というのは、政と労と使の三

者です。

三者（トリパタイト）に対して二者

（バイパタイト）という言葉を使うこと

もよくあります。この場合は、労と使で

す。

なぜこういう仕組みがあるのかという

と、そもそも、基本的に労働問題、労働

関係というものをミクロのところでどう

決めていくか、定めていくかというのを

考えた場合に、まず労働者が労働組合と

いうものを作って団結します。

そして使用者側と交渉して物事を決め

るというまさに二者の間の関係から、労

働問題におけるルール設定というのが始

まったというのが、出発点であるわけで

す。

したがって三者構成のひとつの原則は

ミクロなレベルでの労・使の二者協議、

二者交渉から、というのがひとつの源泉

です。

一方で、最初に申し上げたように、近

代民主主義国家において、立法府があっ

て、国民社会のルールというのは、国家

が決めるというのが大原則です。

これは、国の中に勝手に自分たちで、

自分たちの中には法律は通らないという

ようなものを作ることはできません。や

ってはいけないのです。それをやると反

乱になります。

おおげさなことをいっているようです

が、反乱なのです。国家とは何かといえ

ば、国家が作った法律を国民にきちんと

守らせるというのが近代国家最大の存在

意義です。ちなみに前近代社会ではそう

ではないのです。

パリ平和会議

このふたつの流れが合流して三者構成

原則が形成されることになります。仕組

みとしてこれが明確に打ち出されたの

は、実は第一次大戦後のベルサイユ宮殿

で開かれたパリ平和会議においてです。

歴史の教科書でご存知の通り、第一次

世界大戦（1914年～1919年）の後パリで

平和会議が開かれました。

そこで、今の国際連合の前身である国

際連盟ができたわけですが、そういう国

際法的な話だけではなくて、なぜこのよ

うな戦争が起きるのだろうかについても

話し合われました。

第一次世界大戦では、ヨーロッパ諸国

が３～４年もの間、人間の命をすり減ら

すような戦争をずっとやったわけです。

なぜこんな戦争になってしまったのか

考えてみると、もちろんいろんな理由は

あるのですが、ひとつの原因は労働問題

でした。

当時アジアとかアフリカの国々はほと

んど植民地になっていましたから、パリ

平和会議にやってきた国々というのは、

ほとんど先進国で、お互いに国の構造も

発展段階もよく似ています。

ですからお互いに労働問題というもの

を国際的に規制して、労働問題が国内的

に緊張することによって戦争の原因にな

るようなことを避けていこうじゃないか

という問題意識ができたわけです。
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国際労働機関の設立

そこで一般的な国際連盟を作るだけで

はなくて、労働条件を国際的に規制する

常設の国際機関として、国際労働機関

（ILO）を作ろうとこういうことになっ

たわけです。

そこで問題になったのが、誰が国際労

働機関の会合に出てくるのかということ

です。国際機関ですから、国際というの

はインターナショナル、国の間というの

だから当然それぞれの国の政府の人でし

ょうということになります。

そうするとほかの機関ですと外務省の

役人、外交官が出てきてやるわけです。

専門的な事項であればそれぞれ専門の役

所、例えば労働省の人が出てくる。すべ

て政府だけでやるというのが一般原則な

のです。

しかし労働問題というのは、労働組合

と使用者の間で物事を決める、これが民

法の私的自治とは違ったいわゆる労使自

治の原則として19世紀から20世紀のは

じめにかけて徐々にヨーロッパ諸国で確

立してきたのです。

この人たちを入れずによくわかってい

ない政府の役人だけが勝手に議論して物

事を決めるというのはまずいのではない

か、なにしろ決める中身は何かといえば

それは国際的にこれでいこうという労働

条件なのです。

それを決めるのに、直接の当事者であ

る労働組合や使用者団体を入れないとい

うわけにはいかないということで、パリ

平和会議ではいろいろな議論がされまし

た。

ILO条約

結果的に各国とも、政府が２名、労使

それぞれ１名計４名がILOの会議に出席

して物事を決めていくというルールがで

きました。

逆にいうと、それまで国のレベルで、

法律を作る際に公式的に労働組合や使用

者団体が、事実上関与するという仕組み

はありました。

国の中の仕組みというのは、民主主義

の一般原則に基づいてやっていたのです

が、ILOという特別な国際機関ができる

ということによって、国際的なレベルで

の立法プロセスの中に明示的に労働組合

や使用者団体が関与するという仕組みが

明確に書かれた。これが三者構成原則の

出発点です。

ILO条約を作るのが立法過程かという

と、ILO条約というのは法令なのかとい

う大変な議論になってしまうのですが、

ここでは一応法令ということにしておき

ます。

さらに、各国の中で、ILO条約を実施

するための労働政策について物事を決め

ていく際には、同じように労働組合や使

用者団体をきちんと公式の意思決定過程

に関与させていかなければいけないとい

うルールができてきます。国内の労働法、

労働政策の立法過程に対しても、こうし

て三者構成原則が要求されてくるので

す。

日本の状況

これが国際的に見た時の、三者構成原

則のそもそもの出発点です。ヨーロッパ

諸国は第一次大戦後の時期からこういう
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ものが国内的にも形成されていくのです

が、わが日本は当時、大変な騒ぎになっ

てしまいました。というのは、労働者の

代表とは誰だ、労働組合と自称して旗を

振っている変な連中が数人いるみたいだ

けれども、どう考えても労働者全部の代

表とは思えないし、どうしようかという

話になってしまったのです。

最初に大問題になったのはILO総会に

誰を出すかということでした。ほかの国

は労働組合の組織率が高いですから、そ

この一番大きなところやいくつかの間で

相談させて決めて送るのです。しかし日

本にはまだしっかりした労働組合はあり

ませんでした。

当時、鈴木文治が友愛会を作ってはい

たのですが、本当にまだ小さな団体だっ

たのです。これでは日本の労働者を代表

するものではないと日本の政府は考え

て、当時鳥羽造船所にいた技師の桝本卯

平を労働者の代表だといって、第１回の

ILO会議に送り込んだのです。ところが、

なんだこいつはといわれ、本人も政府か

ら行けといわれたから行ったので、私は

よくわかりませんといって、大恥をかい

たのです。

そんなことが数回続いて、３回目か４

回目には行った人が、私はそもそも日本

の労働者代表ではない、私は資格が無い

ということを宣言するといい、日本政府

が大恥をかいたということもありまし

た。結局このドタバタ劇で、労働問題の

主管官庁が、農商務省から内務省に移り、

社会局が新設されました。

当時まだ日本には労働組合法はありま

せんでした。

新しい内務省社会局は当時のヨーロッ

パの動きをよく勉強していて、労働組合

法案を何回も国会に出したのです。とこ

ろが当時の日本の選良たちはこれにうん

といいませんでした。

１回目に出した時は衆議院でだめ、２

回目出した時はなんとか衆議院は通った

のですが貴族院でだめでした。結局戦前

の日本で労働組合法は、できませんでし

た。

労働組合法がないから、労働組合とい

うのは、法的な根拠のない任意団体にす

ぎなかったわけです。

労務法制審議委員会

だから公式に労働組合が関与する三者

構成原則というのはなりたちようがなか

ったのです。戦前の立法プロセスの中で

は、日本では三者構成原則というのは全

然機能はしていませんでした。

実際には内務省社会局の役人と、総同

盟系の組合とは連絡を取り合っていたよ

うですが、あくまで非公式なものにとど

まり、法制的なものではありませんでし

た。日本で三者構成原則が動き出すのは

いうまでもなく戦後です。

最初に三者構成原則で作られた機関は

何かというと、労務法制審議委員会とい

うものです。1945年の10月、敗戦の２

か月後に立ち上がっています。

何をする機関かというと労働組合法を

作る機関、もちろん作るのは国会ですの

で、その原案を作る機関です。実はこの

労務法制審議委員会がほとんど条文を作

ってしまったのです。委員の中に、末弘

厳太郎先生という、戦前からの労働法学

者がいたということもあってほとんど条

文の形になっていてそれがそのまま旧労
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働組合法になっているのです。

これが日本における三者構成的な機関

の第一号になります。

三者構成的というのは、やや不規則だ

からです。どう不規則かというと、官庁

側10名、学識経験者７名、事業主６名、

労働者５名、両院議員（貴族院と衆議院）

６名で、事実上五者構成なのです。数も

不規則であまり厳密な三者構成ではあり

ません。

しかし少なくとも労働組合法という労

働者に関わる、正確に言うと労働者と使

用者の関係を規律する法律を作るのだか

ら、その過程に労働組合と使用者団体を

明確に入れて議論し、そこから法律がで

きあがった最初の例です。

整理委員会

審議委員会自体は官庁が10名もいたの

ですが、ほかの役所が大勢いるとまとま

るものもまとまらないので、整理委員会

という小委員会をつくったのです。

学識経験者４名、労使各２名、議員１

名、官庁１名、この官庁１名というのは、

労政局ですので、ほかの役所は全部追い

出してしまったのです。そうすると他の

役所が文句をいわないので楽にできるの

ですが、実質的にも三者構成に近い形に

なっています。

労働委員会

この労働組合法によって作られたのが

労働委員会で、これがいわば法律に基づ

いて作られた一般的な機関として三者構

成であるものの第一号です。

これはいまの労働委員会と基本的には

似たようなものですが、ただし不当労働

行為の救済命令というのは当時はありま

せん。

斡旋とか調停とか仲裁は当時からあり

ました。それから、面白いのは、労働条

件の改善に関して関係行政庁に建議する

という権限がありました。

つまり、いまでいう審議会に当たる権

限をこの労働委員会が持っていました。

もともと終戦直後には審議会というのは

なかったのです。

三者構成の確立

そのあとご存知のように労働関係調整

法や労働基準法とかいったものが終戦直

後の段階で続々と作り上げられていきま

す。

作っている側も三者構成であれば、そ

れぞれの作った法律に基づいて、例えば

労働基準法に基づいて、昔は審議会とい

わずに委員会といっていますが、三者構

成の労働基準委員会というのを設けま

す。ここがいろいろ建議したり答申した

りします。

あるいは職業安定法というのが作られ

て、それに基づいて職業安定委員会をお

いて、これがまた三者構成だという形で、

三者構成が三者構成を次々に生む形で

続々と各分野ごとに三者構成の仕組みが

できてきました。

ところが、一番その出発点で三者構成

で作られ、三者構成の仕組みを作った労

使関係の分野が三者構成ではなくなって

しまいます。

労使関係法制は、最初に労働組合法を

作り、労働関係調整法を作ったあと、逆

に三者構成でものを作るという仕組みか

ら、遠ざかってしまったのです。
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これはある意味で大変皮肉な現象で

す。他の分野は三者構成原則の中で政策

決定が進み立法プロセスが進んでいくの

ですが、労政局マターといいますか、労

使関係分野はそうでない形で動いていく

のです。なぜそうなったのでしょうか。

GHQの指令

ご存知のように終戦直後日本で最も力

を持っていた労働組合は、産別会議です。

これは当時共産党系でした。総同盟が２

番目ですけれども、総同盟より産別会議

のほうが強力でした。

その中でも主力はむしろ官公労でし

た。この官公労の中で特に強力だったの

が、郵便と国鉄です。

ご承知のように1947年２月１日の

２・１ストをやろうとして、前日にマッ

カーサーが呼びつけてやめさせたという

歴史があります。そのあとも、それでシ

ュンとなるわけでもなくて、繰り返し官

公労を中心に闘争していたのです。

実はそれまでGHQは、戦前の日本で

は労働組合法もできなかった、非常に労

働運動に対して抑圧的だったことから、

日本に労働組合運動をきちんと根づかせ

るのが大事だと考えていました。

GHQ労働課と公務員課

特に当時のGHQの労働課の人たちは、

いわゆる労働組合シンパとして組合を一

生懸命育てようとしていたのですが、あ

る意味で親の心子知らず的なところがあ

って、過激に突っ走ってしまってボスの

怒りを買ってしまった。

なおかつもうひとつ、GHQの中には

労働課だけでなく公務員課というのもあ

り、こちらのほうは別の意味で極めて強

硬で、そもそも公務員というのは全体の

奉仕者であり、それが団体交渉だストだ

などというのはけしからんと思っている

人たちだったのです。

アメリカもいろんな人がいるわけで

す。いろんな分野の人たちが自分たちの

分野ではこれが正しいと思っているもの

を実現しようと思ってやってきているか

らGHQの中でお互いに睨み合っている

わけです。

最初は労働課の影響力が強かったので

すが、日本の組合運動が非常に過激にな

り過ぎたということもあって、マッカー

サーが、ストはダメだと、公務員課のい

っていることが正しい、と裁定を下して

しまいました。

さらに、有名なマッカーサー書簡とい

うのが出されて、そのあと日本政府が出

した政令201号によって、官公部門の労

働基本権が団結権を除いて取り下げられ

てしまったのです。なにしろ占領下です

から、三者構成もなにもあったものでは

ないのです。占領下の国で、唯一の軍事

力を持っているトップがこれだといった

らそれで決まってしまというのは非民主

的といえば非民主的ですが仕方がないの

です。

せっかく出発点は三者構成に基づいて

法律を作り、それに基づいて三者構成で

物事をやっていくといういいシステムが

できたのですが、２年経つか経たないう

ちに三者構成どころか民主制原則もどこ

3 戦後の労働立法と三者構成原則 

労働法学研究会報 No.2406 13



かに飛んでいってトップの一声で法律が

変わってしまうという話になってしまい

ました。

しかもその時の法律が基本的にはいま

だに続いているということで、労使関係

法制というのは日本の三者構成原則の出

発点であったし、その基礎を作ったもの

なのですが、その分野そのものは、その

後、ちゃんと三者構成で動いているかと

いうと全然そうではないのです。その後

49年に組合法が改正されますが、これも

三者構成ではありません。

49年労働組合法改正

私はこの問題について詳しく調べたこ

とがあります。労働省にいたときに、地

下の倉庫に行くことがあって、文書の綴

りがあったのです。綴りの一番最初に英

語のタイプ打ちの文書があって、これは

GHQから渡された文書なのですが、こ

ういう内容に法律を変えろと書いてある

のです。

変えろと書いてあってそれを訳すこと

から始まって結局1949年の労働組合法改

正になるのですが、この時にもせっかく

作った三者構成原則がまともに動いてい

ません。

ある意味で自分たちが作った、「三者

構成原則」を裏切るような形で物事が動

いてしまったのです。

その後1952年に一度、労働組合法は若

干改正されています。

その際、交渉単位制を導入するという

話もあったのですがうまくいきませんで

した。

この中身の良し悪しは抜きにして、こ

こでやはり問題なのは、労使関係の基本

的な枠組みをどうするかという大きな話

が、自分が一番大事だといっていた三者

構成とぜんぜん違うところで物事が決ま

るという仕組みにしてしまったことで

す。

この1952年というのは、労働組合法の

実質な意味での最後の改正でした。今か

ら３年前に組合法が一部改正されていま

すが、実質的にはこの半世紀以上にわた

って労働組合法というのは全然改正され

ておりません。

審議会のない労政局

三者構成のそもそもの根底にあるの

は、労使の二者の関係であるはずなのに、

その労使の二者の関係をどうするかとい

う議論をする枠組みというのが、なかっ

たのです。

先ほど出てきたようにそれぞれの法律

に基づいて作られた労働基準委員会とか

職業安定委員会とか何々委員会というの

はその後一律に審議会と名前が変わりま

した。

これは、むしろ行政法的な話で、行政

委員会というのは原則的に整理する、建

議を行う機関は審議会にするということ

で一律に審議会になったのですが、基本

的な考え方は変わっていません。他省庁

の審議会は学識経験者を集めたものとい

う位置付けですが、労働関係の審議会と

いうのはあくまでも三者構成です。

労と使という労働関係の重要なステー

クホルダーが、そこでそれぞれの利害を

主張しあった上で物事を決めて行くんだ

という形でやってきたのです。ところが

先ほどの1949年の労働組合法改正で労働

委員会の任務に、不当労働行為に対して
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救済命令を出すというのが入って、その

代わりに労働条件の改善に関して関係行

政庁に建議するというのがなくなってし

まいました。

なくなって代わりに何かできたか。そ

のかわりに労使関係審議会というのがで

きたかというと、できてないのです。こ

の半世紀間、日本の労働省には、労働基

準行政でも職業安定行政でも婦人少年行

政でもそれぞれに審議会というのがあっ

て、そこに諮って議論をしてきました。

唯一ないのが労政局だったのです。

労政局には審議会がなかったのです。

これはどういうことなのでしょうか、法

律を改正するつもりがなかったのでしょ

うか。しかし実際にはその間まったく法

律の改正がなかった訳ではないのです。

公共部門についてはありました。例の

有名なILO87号条約の関係で、公労法・

地公労法が改正されたことがあります。

これだけでも10年くらい延々とやった長

丁場ですが、このときは労使が入ってい

るとはいえ、厳密には三者構成ではない

労使問題懇談会というところに諮問して

います。

三者構成といいながら、実は労働行政

の中に三者構成になっていないところが

あったということ自体、当時はあまり指

摘する人がいませんでした。今では厚生

労働省の若い人に昔のILO87号条約のこ

とや、労政局の話をしても「何だそれは」

とかいう世界にだんだんなりつつありま

して、ますます理解されなくなってきて

います。もっとも、厚生労働省になって、

審議会がすべて労働政策審議会に結合さ

れたため、この問題は解決されてしまい

ました。今日では、労働組合法を改正し

ようとすれば労政審にしかるべき分科会

をつくって審議すればよいのです。

研究会による叩き台

だから労政局は少し特別だったので

す。三者構成がなかった特別な世界です。

ところが他の分野はこの三者構成の原則

というものできちんとやってきました。

労働基準局にしろ職業安定局にしろそ

ういう形で動いて行きます。とはいえ、

実際にはいきなり三者構成の審議会でゼ

ロベースで議論してくれといっても、そ

れぞれにそれぞれの思うことをべらべら

喋っているだけで全然かみ合わないとい

うことになりがちです。

そこで、1970年代ぐらいから労働省

の役人は知恵を働かせまして、研究会を

その前の段階に入れるという、工夫を始

めました。

一番有名なのが、労働基準法研究会で、

ここで労働法とか労働経済の学者先生を

集めて、そこである程度の叩き台という

か、これぐらいだろうというものを出し

て、それを前提に審議会で労使が叩き合

ってまとめて行くという形をつくってい

きました。概ねこれがうまく機能してき

たといっていいと思います。

ものによっては研究会報告のとおりに

なることもあるし、かなりずれることも

あります。ずれる場合のずれかたもなか

なか面白くて、例えば一番有名なのは労

働時間短縮のケースで、最初に労働基準

法研究会の中間報告というのが出たとき

には、一日９時間、週45時間にするとい

う案を出して散々批判されて、一日をま

た８時間に戻して、週45時間だという案

を出しました。
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ところが審議会に行くと結局それが、

本則は40時間なんだけれども、まず46時

間にして次に44時間にしてというふうに

少しずつ短縮していくという、形になり

ました。こういった例を一つ一つ見て行

くと大変面白いのですが、時間の関係も

ありますので、うまくいっていた頃の話

は省略します。

新しいノイズ

そういう日本的な三者構成の仕組みが

うまくまわっていたのが、1980年代か

ら90年代の初めぐらいですが、そこに

三者構成原則の側からするとノイズが入

ってきたのが、90年代の半ばぐらいから

といっていいだろうと思います。

ここで一番典型的な例が、労働基準法

における裁量労働制の問題と労働者派遣

事業の拡大の問題なのですが、実はこの

ふたつとも、もともとアジェンダ設定そ

のものは、三者構成の中で、労働問題を

審議する枠組みの中で、出てきていた話

なのです。

もともと裁量労働制自体、先ほどの労

働時間を短縮する1987年の基準法の改正

で導入されたもので、使用者側からもっ

と拡大してくれという形で提起されて出

てきた問題です。

また労働者派遣事業も1985年に派遣法

ができるときにいろんな議論があり、関

係者の間の妥協の産物として、いわゆる

ポジティブリスト方式という、特定の職

種だけ認めて他はだめだという形に収ま

ったのです。

当然のことながらその後も使用者側か

らは拡大してくれという議論があったわ

けで、議論自体としては、実は三者構成

の議論の枠の中でそれまでもやってきて

いたし、それで進んでいっておかしくな

かった話だったと思います。

外からの力

ところが、ちょうどこの時に外からの

圧力がかかり始めるようになります。も

とをたどると行政改革が源になっていま

す。

行政改革は、1980年代の中曽根内閣

の時に始まったのですが、そのアイテム

の一つとして規制緩和というのが打ち出

されてきました。そして90年代半ばぐら

いに規制緩和委員会が政府に設けられて

ここが様々な規制緩和を政府に対して要

求して行くという形が整ってきました。

実はこの頃までは、日本の労働組合、

特に連合は、規制緩和賛成だったのです。

もともと行革から始まったということも

あって、日本の民間の労働組合は行革賛

成、その行革賛成というところから規制

緩和も原則賛成だという形でずっときて

いました。

まさに国民の支持を受けた形の行政改

革であり、当時それと同時に政治改革と

いうのがものすごい時代のブームであっ

た。そういう行政改革や政治改革といっ

た改革のブームの中で規制緩和が打ち出

されてきたというのが、大きな時代の流

れでした。

規制緩和

この規制緩和委員会が1995年に出した

意見の中に、すでに労働省の審議会でも

議論が始まっていたものなのですが、裁

量労働制をもっと拡大すべきであると

か、派遣労働をもっと広く使えるように
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すべきだというのが打ち出されていま

す。

そしてこれが、規制緩和推進計画とい

う形で閣議決定されたのです。

閣議決定というのはこれは労働省とい

う官庁のはるか上のほうにある機関です

から、そこが閣議決定したということは

それで方向性が決まったということにな

ってしまいます。

これが三者構成原則に対する、かなり

大きな影響になったように思われます。

こうなってしまうと、結論は決まってい

るという話になります。しかも、規制緩

和推進計画の中にはいつまでにこの規制

緩和を実施すると書いてあるわけです。

そうすると、政府の一員である労働省

はいつまでにと書いてあるようにしなけ

ればいけないのです。だから審議会に対

して決まった結論をいつまでにやってく

れという話で、これは言われた方はたま

らないということになるわけです。

90年代半ばから後半にかけての労働基

準法と労働者派遣法の改正をめぐるやり

取りというのは、三者構成原則と規制緩

和サイドとの最初の摩擦なのですが、私

が思うに内容的に実は摩擦を起さなけれ

ばいけないような中身ではなかったので

す。

これは人によっていろいろ意見のある

ところのような気がしますが、最初に結

論ありきではなくて、かついつまでに結

論を出せということではなくて、議論し

ていれば、そういう方向で議論が進んで

いった可能性があったのではないかとい

う感じがします。

政治学者でこのあたりを分析しておら

れるのが、上智大学法学部助教授の三浦

まりさんという方です。この時期の労働

省の審議会の動きを調べて論文を書かれ

ています。結局、その審議会の合意形成

機能が弱体化してしまい、逆に審議会で

労働側が反対だといったまま、無理やり

反対意見をつけたまま建議をして、それ

に基づいて国会に法案を出してしまった

と分析しています。その結果、今度は労

働組合の側は野党第一党になり、野党に

頼んで、国会でいろいろな抵抗をやると

いう形になってしまったと、彼女は分析

をしています。

国会修正

もちろん、一番最初の大原則からする

と、そもそも立法をするのは立法府であ

る国会である。国会で議論して、権限も

何もない役人が作った案を国会議員が適

正に修正するのは立派なことではないか

というのも、ひとつの考え方です。

しかしながら、この時の国会修正とい

うのは、しょうもないものが多いのです。

例えば裁量労働制についていうと、裁量

労働制そのものの本体がいかにあるべき

かよりも、導入の仕方を難しくしたので

す。

あれもこれもしなければいけないとい

う、手続きをやたらに難しくして、結果

的にどうだこれだけやったらもう裁量制

を使えないだろうみたいな感じにしてし

まいました。そういうことをすると、法

律ができた後、こんなもの使えないでは

ないか、何とかしろという声が出てくる

のは当たり前で、そうすると次の改正で

消えてしまうということになるのです。

確かに立法府が修正するのは当然の権

限ですし、それは民主主義の原則からし
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たら立派なことなのですが、あまりきち

んとした専門的知識を持っていない人た

ちが組合に後ろからつつかれて、議論し

ていると、そういう話になってしまいま

す。本当にそれが望ましいあり方かどう

かは疑問です。

2003年改正の特長

この98年の労基法改正や99年の派遣

法改正は、アジェンダ設定そのものは規

制緩和論者が主張する前から、労働行政

内部で継続的に議論されていたもので

す。ところが、この次の2003年の労働法

改正の時はちょっと雰囲気が変わりま

す。

どう変わるかというと、規制緩和サイ

ドが一方的に「ああせい、こうせい」と

いうのを出していきました。それに対し

て、70年代以降の一般的なやり方として、

この確立していた審議会の前に学者先生

による研究会で叩き台を作るというやり

方ができなかったというのが、この2003

年の基準法と派遣法の改正の特徴的な点

ではないかと思います。

ただそうはいっても2003年の改正は、

実はそれほどたいしたものではなかった

といういいかたはできます。１点を除い

ては…。

つまり派遣についていうと、1999年の

改正で、ネガティブリストになったとい

いながら当分の間製造業はだめだと附則

で規定していたのを取り除くということ

と、派遣期間を１年から３年に延ばすと

いう改正内容です。これは本質的には前

から議論されていたものの延長です。

それから労働基準法では、専門職の有

期労働を３年に延ばせるとしていたのを

専門職は５年まで、一般は３年までに延

ばすということも前の改正の続きです

し、裁量制になるとこれはまさに98年改

正であれこれ制約をつけたのをやっぱり

使えるようにしようということで、それ

ほど前もって研究会できちんと議論しな

ければいけないようなネタがあったわけ

ではないということもできます。

ただ実は１点大きな論点が新しくはい

ってきておりました。

解雇規制

それは解雇の問題です。実は解雇の問

題というのは90年代の議論ではまだ論点

になっていなかったのです。

労働側も使用者側も解雇規制の問題を

何らかの形で立法的に対応しようという

ことはあまり考えていませんでした。労

使双方とも気乗りしないことだったにも

かかわらず、それを労働省の役人が出す

などということはまずありえまえん。

先ほどいった基準法改正、派遣法改正

が終わったのが99年の12月です。この世

紀末の頃から規制改革委員会、当時規制

改革委員会から総合規制改革会議に改組

されたのですが、ここで初めて解雇の問

題を法制的に対応すべきだという議論

を、政府の公的な機関として初めて、打

ち出してきます。

その問題意識は、要は裁判所の判例は

解雇をなかなか認めない、これでは困る。

企業の採用意欲をそいでいる。だから今

までの企業内の雇用維持から、社会全体

4 2003年基準法・派遣法改正 
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で雇用を確保するという観点から解雇規

制の在り方を見直して、緩和する方向で

立法化すべきだということを、毎年の答

申や年の半ばの中間とりまとめの中で打

ち出してくるわけです。

解雇をめぐる労使の主張

この問題は政府の政策過程としては、

今までどこでも議論されたことがないの

です。もちろん労働法学者が学会で議論

することはありますけれども、政策のシ

ーンとしてはこれが出発点になります。

連合にしても、これを受けて、いろいろ

な政策・制度要求の中に、解雇規制の立

法化というのを初めて持ち出します。

2000年の政策・制度要求で初めて出て

きます。1999年までは出てきません。連

合としては、当然今までの解雇権濫用法

理とか整理解雇法理をきちんと法律に書

けということになります。

これに対して使用者側はどういう立場

かというと、派遣や裁量制については

「もっと規制緩和しろ」というスタンス

ですが、この解雇の問題については、立

場が違いました。もちろん経営側といっ

てもいろいろな人がいるわけで、当時の

総合規制改革会議にはもちろん経営者も

入っていますし、いま非常に有名になっ

ているある女性経営者の方も入っていま

した。

しかしいわゆる経営者の主流という

と、当時はトヨタの奥田さんがトップで

した。彼は当時どういっていたかという

と、経営者は首を切るなら腹を切れとい

うようなことをいって、解雇規制の緩和

には消極的な姿勢を示していました。

なぜかというと、判例法理が解雇の手

を縛っているということは、逆に言うと

解雇以外の形でのいろいろな人事労務管

理の権限を広く認めているということを

を意味するからです。

具体的には、そう簡単に解雇できない

から、例えば配置転換の命令にせよ、時

間外労働の命令にせよ、使用者の権限と

いうのが広く認められているわけです。

逆に解雇が簡単にできるのであれば、

別に使用者の命令を広範囲に認めなけれ

ばならない理由はありません。論理的に

いえば当然そうなるわけで、仮に総合規

制改革会議がそんなことをいわなくて

も、論理的にそういうものであるという

ことは当然労使の問題にかかわっている

人であればわかっているわけです。

そこまでわかっていればそう簡単に解

雇規制の緩和などという話に飛びつけな

いなと思うのもおそらく当然のことなの

だろうと思います。

三者鼎立

こうして、2002年の状況は、解雇を

めぐって三者が鼎立するという変な形に

なってしまいました。一方で規制改革会

議がとにかく今の日本の判例法理は解雇

規制がきつ過ぎるから、もっと立法でこ

れを緩めてもっと解雇を自由にできるよ

うにしろといっている。

もう一方の組合側は、整理解雇法理ま

で含めていままでの判例法理を全部きち

んと立法化しろ、と主張しています。

さらにもう一方に使用者側がいて、判

例法理だからある程度自由にいろいろと

対応できるところがあって妙味があるの

に、そんな明確に四要件なんて書かれた

ら困る。あるいはもっと明確にこれこれ
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だったら解雇して良いというのを明確に

書かれたら、その影響がこわい。だから

どちらも止めてくれ、しないでくれとい

う、そういう三者鼎立状態になったわけ

です。

こういう状況というのは、本来からい

えばまさに、これこそ研究会を集めて、

きちんと議論して、たたき台を作ってや

らなければいけなかった状況なのです

が、これがとにかくいついつまでに出せ

と、時間が切られているのです。

ですから労働省は2002年の秋からこの

議論を始めまして、とにかく２学期の間

に建議を出して、３学期になったら国会

がありますからそこに法案を出さなけれ

ばなりません。他の話は今までの続きだ

からいいのですが、解雇の話というのは

本当に生煮えの状態で審議会にテーマだ

けが持ち出されてしまったという状況に

なってしまいました。

法制的仕組み

このため、単に中身だけではなくて、

法制的な仕組みのところが大変がたがた

になってしまいました。

何が一番がたがたになったかという

と、総合規制改革会議の要求を受けて、

解雇が不当で無効だった場合でも、金銭

解決できるという枠組みを導入しようと

したのです。

これは公式的には労使の意見が合致し

なかったから潰れたということになって

いますが、実質的に、法制的に組めなか

ったというのが、大きな理由です。

本当をいうと、そんな論点は実は研究

会を開いてきちんと潰しておかなければ

いけなかったはずだと思いますが、それ

ができなかったために、労使の間の大向

こうの議論だけで、審議会が進んでしま

って、そのまま法案にしようとして欠点

が露呈してしまったというのが失敗の一

番大きな原因だったような気がします。

結果的に金銭解決も入らず、整理解雇

も入らず、現行の解雇権濫用法理をその

まま書くということになりました。その

まま書くということが、いったいどうい

うふうに書くことかということでまた揉

めて、立証責任の問題で大騒ぎになり、

国会修正されるということになりまし

た。

国会の付帯決議

いずれにしてもそういう形でなんとか

2003年改正は済んだのですが、この2003

年の労働基準法改正に対する国会の付帯

決議というのが付けられました。

ここでは、解雇とか有期とか個別の論

点に併せて、およそ採用から、配転から

出向から、懲戒から退職にいたるすべて、

労働契約のすべてのステージについて研

究して立法化せよという付帯決議が付き

ました。

これは新しいアジェンダ設定です。面

白いことに、それまでアジェンダ設定の

権限が一方的に規制緩和サイドに移行し

たかのように見えていたのですが、ここ

でそうではなく、規制緩和サイドがやれ

というのではない方向からの政策アジェ

ンダが設定されたことになります。

これを受けてその翌年の2004年に労働

契約法研究会というのができて、これが

報告を出して労働政策審議会の議論を経

て、今日、労働契約法案が国会に提出さ

れています。
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規制改革会議の動き

そういうことで、2003年以降、労働立

法の動きというのは、より話が複雑化し

てきました。一方で裁量制の話が今度は

ホワイトカラーエグゼンプションという

ふうに装いを変えて、出てきます。こち

らは規制緩和の系列です。

規制緩和サイドも、最初は規制緩和委

員会でその後規制改革委員会、さらに、

その後は総合規制改革会議です。その後

規制改革民間開放推進会議で、つい最近

までそうだったですが、先日またシンプ

ルに戻って規制改革会議になりました。

この会議が答申を出して、それが閣議

決定され、それを受けて、実行するため

に厚生労働省の審議会は機能しなさいと

いうの話が、ホワイトカラーエグゼンプ

ションや派遣の基本的なラインです。

一方で、労働契約の話とか、パートの

均等待遇の話とか、もともと労働行政の

中で、ずっと議論されていて、アジェン

ダ設定がされている論点もあります。こ

のふたつが絡み合う形でこの２～３年ぐ

らいの労働立法過程は動いてきていると

いうふうに見ることができます。

ホワイトカラーエグゼンプショ
ン

今日の政策課題についてお話をする時

間がほとんどなくなってしまったのです

が、いくつか結論めいたことだけを申し

あげていきたいと思います。

まず第一に、最近私があちこちに書い

ているホワイトカラーエグゼンプション

の話ですが、もともとの出発点はこれも

源流は労使の間での議論だったのです。

これを最初に打ち出したのは、旧日経連

が1994年に裁量制についての意見書を

出した中で、当面は裁量制の拡大を要求

しつつ、長期的にはアメリカのホワイト

カラーエグゼンプションをやるべきだ、

という形で打ち出したのが出発点なので

す。

それを受けて裁量制の拡大が進んでき

たのですが、規制改革サイドも前回の基

準法改正以降はホワイトカラーエグゼン

プションの導入を要求してきました。結

論からいいますと、結局この問題を使用

者側から見れば、要は賃金制度の在り方

をどう変えるべきかという議論であった

はずなのです。

もともと裁量労働制だって本当はそう

だったのですね。専門業務型の裁量制と

いうのはまさに裁量的に働いているので

すが、企画業務型の裁量制というのは、

議論の出発点はホワイトカラーの生産性

というところから始まっているのです。

ある種のホワイトカラーに対して本当

に残業しただけ残業手当を全部払わなけ

ればいけないのかという問題意識から始

まっているはずなのに、そういう意味で

は企画型の裁量制もやや歪んだ議論にな

ってしまいました。

歪んだ議論

特にホワイトカラーエグゼンプション

になってから、話がはなはだしく歪んで

しまって、時間外手当をどうするかとい

う話が、労働時間規制を撤廃するという

5 近年の労働立法の動向 
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話になってしまいました。それだけでは

なくて、労働時間規制を撤廃することに

よって自由な働き方ができます、それに

よって仕事と育児の両立ができます、少

子化対策にもなりますというような、ト

ンデモない話になってしまったのです。

そうすると本来の三者構成の中で労使

が利害調整で話をしていくという枠組み

で議論ができなくなってしまった。

本来、三者構成の妙味というのは、ま

さに労使の利害が対立するということ

で、対立した上でそれをどう調整してい

くかという話なのに、そもそもこれは労

働者にとっていいものなんだと、仕事と

生活が両立するのだからいいじゃないの

という話になったら、何でそんな両立す

るいいものに反対するんだという話にな

ってしまいます。

一方で労働側は、労働時間規制を撤廃

なんかしたら過労死してしまうという、

全然かみ合わない話になってしまったと

いうのが、このホワイトカラーエグゼン

プションの最大の問題点だろうと思いま

す。

その意味で私はこの点については、本

来の三者構成原則、つまり労使の利害が

対立するが故にお互いを睨み合って、で

はこの辺で妥協しましょうという形が上

手く働かなかったのが、結果的に失敗し

てしまった最大の原因であるように思い

ます。

もっとも三者構成でやったからうまく

行くのかというと、必ずしもそうではな

いという例が、労働契約法です。先述の

ように、労働契約法は国会の付帯決議を

受けて、研究会が設けられました。

労使が削り合う研究会報告

菅野和夫先生を座長とする研究会が非

常に膨大な、大変中身の濃い研究会報告

を出したのです。

それを審議会にかけると、何が起こっ

たかというと、これはけしからんといっ

て労働側が削る、そうすると使用者側が

じゃあ俺はこれが気に食わないからとい

ってこれ削る、お互いに削って削って結

局ほとんど大したものは残らない状況に

なってしまいました。

例えば解雇についていうと、前回の基

準法で入った18条の２に加えて、整理解

雇の四要素についても書き込もうとした

のです。ただ若干改良しています。

改良して指針を作ろうとしたのです。

金銭解決についても労働組合や労使委員

会を関与させることで金銭解決を動かそ

うという、私は大変面白いアイデアだと

思うのですが、結果的に両方消えてしま

って、単に18条の２がそのまま労働契約

法に一字一句変わらずに移っただけにな

ってしまったのです。

お互いに自分に都合の悪いものを削り

落とすという方向にばかり行ってしまっ

て、お互いに譲り合ってこれぐらいであ

ればいいというものを新しく作ろうとい

う方向に話が行かず、三者構成があまり

うまく働かなかったのです。

就業規制不利益変更

実は労働契約と労働時間の話を一緒の

審議会の一緒の分科会でかわるがわるや

るという大変アクロバティックなやり方

で、同じ委員がとっかえひっかえ議論す

ることになったのですね。
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どのテーマについても非常に多くの議

論の素材、ネタを積み込んでしまったも

のですから、本当はそれぞれ１つずつ毎

に分科会を作って議論してもちょうどよ

かったくらいの話だと思います。結果的

にお互いに妥協しあって何かを作るとい

うよりも自分の都合の悪いのは落とすと

いう方向にいってしまったのです。

労働契約法研究会報告で打ち出された

内容への評価はいろんな評価がありうる

と思うのですが、例えば就業規則の不利

益変更について、労働組合や労使委員会

を関与させるという案についても、そも

そもそんな労使委員会などというインチ

キなものでおかしいではないかという議

論で、労働側はものすごく猛然と噛み付

いて、潰してしまったのです。

１年か２年くらいかけて議論したらす

ごく面白い話になりえた話だと思うので

すが。

きちっとした労働者代表制を作って、

そのもとであれば、労働条件の不利益変

更はむしろできるんだ、逆に言うと使用

者側にとっては、何かやろうと思ったら

ちゃんと労働者の多数の意見をくんでい

かなければいけないという集団的労使関

係の観点から見てすごくいい仕組みがで

きたかもしれなかったのです。

しかしひとつは、時間がない中でへん

なものを作るぐらいならとにかく潰せと

いう形でお互いに潰しあって、現行判例

法理をこえるものはほとんど何も残らな

いという状態になってしまったのです。

そういう意味でこの労働契約法の動き

を見ると、三者構成も三者構成であれば

うまく行くというような生易しいもので

はなくて、相当程度お互いに妥協する余

地があるぐらいの時間的余裕の中でやら

ないと、そう簡単にうまく行くというも

のではない、という感じがします。

規制改革会議による横からの介
入

それから、派遣についても同じように

規制改革会議のほうから、現在、事前面

接が禁止なんていうのはけしからんと、

言われています。実際はみんな事前面接

しているのだからいいではないかという

いいかたはさすがにしていないのです

が、事前面接を要求しているような国は

ほかにないのだから認めろという言い方

です。また、派遣の期間制限などがある

ため、結果的に首切られてしまうからい

つまでも派遣として働いていられるよう

に、こんなものはなくしてしまえといっ

た要求がされています。

厚生労働省の審議会がぐずぐすしてあ

まり動かなかったために、規制改革サイ

ドが痺れを切らしてしまいました。この

問題をリードしてきた八代尚宏先生が、

政権交代と共に経済財政諮問会議に移ら

れたのですが、そちらのほうで労働ビッ

グバンという考えを打ち出されたので

す。

労働ビッグバンにはいろいろな項目が

含まれていますが、その中でも特に関心

が高いのは、派遣法の見直しのようです。

ここは放っておくと、厚生労働省が全

然動かないからです。厚労省のお尻をた

たいて、経済財政諮問会議の専門調査会

が設けられていて何回か審議が始まって

います。

まさに90年代半ば以降のこうした横か

らの介入を再度強化しようということ

労働法学研究会報 No.2406 23



で、動きが進んでいるのですが、昨年か

ら偽装請負の話が飛び込んできて、話が

入りくんだ状態になっています。

厚生労働大臣も国会で、経済財政諮問

会議のいうようにやる気はないという答

弁をしたという報道もありますが、とは

いえ本当に今の派遣法の仕組みがこれで

いいのかというと、本当は変だというの

はみんなわかっているはずなのです。

何が変かというと、85年に派遣法を作

った時に、フランスのように短期的なも

のにするけれども、どんな業種でもでき

ますとか、ドイツのよう常用型だけに絞

ってどんな業種でもできますというよう

にするという考え方もありえたはずなの

ですが、日本はどちらの考え方も取らず

に専門的技術的な職種に限るというやり

方をとったのです。

専門的職種のうそ

専門的技術的職種だから、派遣をやっ

ても大丈夫なのだという説明だったので

すが、これはうそなんです。

どこにうそが現れているかというと、

ファイリングという職種に現れているの

です。派遣法を作る時にそれまでのテン

ポラリーやマンパワーなどの会社が一般

事務を派遣していたわけです。しかし一

般事務とは書けないのですね。専門的な

職種だから派遣を認めるのだといって、

それで一般事務と書いたらなんだという

話になるから、ファイリングというもっ

ともらしい職種を作り上げたわけです。

この矛盾がかなりの程度解消されたの

が99年の改正なのですが、実はいまだに

この派遣法というのは、１階の木造平屋

の上に鉄筋コンクリートで２階を建て増

したような形になっています。１階の木

造平屋というのが、昔の14業務、今の26

業務です。これは専門的技術的だという

建前がファイリングを含めてまだ残って

います。

だからこれは３年という上限もないの

だということになっています。この木造

平屋の上に製造業も含めて、それ以外の

ネガティブリストに入らない全ての職種

があって、こちらは派遣期間が３年まで

ということになっています。

理屈はそれぞれ立っているように見え

るのですが、このふたつの、１階と２階

の間が、実は筋が全然通っていないので

す。

本当はもう少し抜本的に議論し直した

ほうがいいのではないかというのは内心

ではみんなわかっているはずだと思いま

す。実は八代さんはそこを突いています。

今の派遣法は、作る時のいきさつで、派

遣先の常用労働者の代替がけしからんと

いう理屈でもって変な形になったので、

派遣労働者をきちんと保護するものにな

っていないという批判はその通りだとお

もいます。

だから本当に派遣労働者を保護する仕

組みに変えるんだという、私はこの言葉

だけは大賛成なのです。そういう観点か

らきちんとした議論をしていくべきだろ

うと思います。問題は、それが例えば事

前面接や期間制限をなくして、派遣事業

を全部自由にすれば、市場メカニズムに

よって自ら派遣労働者が保護されること

になるのかというと、そんなものではな

かろうとは思いますが。
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派遣労働者の保護

現行の枠組みを維持することにこだわ

るよりも、本当に派遣労働者の保護のた

めにどういう法規制が必要なのかという

議論を、特にこれは労働組合側がそろそ

ろ提起していくべき時期に来ているので

はないかと、私はそう思っています。

また本気でそういう議論をするのであ

れば、三者構成の仕組みというのは、そ

れなりに機能し得るはずだろうと思って

います。少なくとも派遣会社の社長みた

いな人だけが集まってやるよりも、意味

があるだろうと思います。

ただそれをやるためにはある程度腹を

割って議論しなければいけません。今ま

でおかしな制度でも、それを譲ってしま

ったら、身ぐるみはがれるのではないか

という警戒心があると、うまくいかない

のです。

労使の間に基本的な信頼感がなければ

三者構成原則は必ずしもうまく機能しな

いのですね。これが本日の結論というこ

とになりましょうか。

（本稿は平成19年２月26日豺に開催しま

した第2416回労働法学研究会の講演録を

加筆・整理したものです。文責・編集室）
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分析というよりも、そもそも一

生懸命法案を準備してきて出す

目前まできていたものを変な理由で出せ

なくなってしまったという思いがあるの

は確かです。

つまり、審議会でこの問題の何が一番

議論になったかというと、労働側はこん

な制度を導入したら過労死の促進になる

と、労働時間規制がなくなってしまった

ら果てしなく働かされるのではないかと

批判したのです。

この点で、最近すっかり有名になった

某女性経営者の方と労働側が激しいやり

とりをしたということもありましたが、

要するにそれが最大の論点でした。

そこをどうクリアするかということを

考えて、年間104日の休日を義務付ける

とか、月間80時間を超える残業（正確に

は40時間超労働が80時間を超えた場合）

に医師の面接を義務付けるとか、それな

りに過重労働対策はしていたのですが、

それが労働側の納得を得られずに反対が

ついた形で答申に至ったのです。

この過重労働のところで世論が反発し

A1
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例会参加者と
講師間の

ホワイトカラーエグゼンプションについて、厚生労
働省が執念深く法案を出そうとしていますが、あの
動きの原因は何なのか。また見通しとして選挙後に
また出すような可能性があるのかどうか先生の分析
をお聞きしたい。

今日は朝礼があるから来て下さいといっても、私は
裁量制ですよ、という場合どうなるのか、それと
104日の休日規制ですが、ある労働基準監督官と話
をしていましたら、１年経ってからでなければ取り
締まれないのでは、意味がないということを言って
いました。これについて先生のご意見を聞かせて下
さい。

三者という場合、「公労使」と「政労使」では異な
るのでしょうか。また、審議会で公益委員の役割
というものが、どういうものであるのか、審議会
ごとに少し違うのか、あるいは時系列に見ると、
以前は役割が低かったものが、最近は強くなった
とか、そういうことを少し整理していただけけれ
ばと思います。
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て潰れたというのなら納得もできます

が、審議会で全然議論にもなっていない

ところで残業代のピンハネ法案だとかい

われて潰されてしまったのでは目もあて

られないではないかという思いはあると

思いますし、それは私も基本的には同じ

ような感じを持っております。

このように、審議会で労使が議論して

いたのとは違う論点でもって、マスコミ

や政治のレベルで話が潰れてしまうとい

うようなことがあると、まさに今日お話

してきた三者構成原則の存在意義が改め

て痛感させられます。

結果的に審議会で労働側が納得しなか

ったから、労働側が反対しているのにゴ

リ押ししているということになったわけ

ですが、逆にそこで労働側がここまで対

応するのであれば納得すると言うだけの

しっかりした過重労働対策を打ち出せて

いれば、逆にいえば三者構成の枠の中で

合意できた話になるわけです。

ただいったんこうなってしまうと次に

いつ出せるのかよくわかりません。

たぶんその間に人事異動がおそらくあ

るでしょうし、誰がどのようなかたちで

やっていくのか、私はあれこれいう立場

にありません。ただある程度の、そんな

中長期的な話でなく、労働時間というよ

りも時間外手当の在り方の見直しという

のは、今回は先に延ばされたとしても、

早晩、議論し直す必要が出てくるはずだ

と思います。

その時、どういう形で出されることに

なるのか、これはわかりません。この問

題自体、90年代の初め頃にホワイトカラ

ーの生産性というのが大きな議論にな

り、それに対してどう対応すべきかとい

うことは、そのときからの課題なのです。

それに対して、まずは企画業務型の裁

量制という形で対応したわけですが、し

かし、企画という業務の問題として捉え

るべきものなのかというと実はそうでは

ないだろうと思います。日本のホワイト

カラーの働き方というものは、下から上

までスペクトル状に連続体をなしてい

て、その中で上に行けば行くほど、徐々

に経営者的な面が出てくるのですね。だ

から管理職の一歩手前という捉え方の方

が適切な面があるのです。

ですから、今回潰れてしまったからと

いって、それでこの問題意識自体がそも

そも消える問題では私はないだろうと思

っています。

ホワイトカラーエグゼンプショ

ンも審議会の前に研究会があり

ました。労働時間制度に関する研究会と

いうので、これも議事録が公開されてお

ります。その中で当時の苧谷監督課長が

「管理職だって自由に出勤できるわけで

はないんですよ」と言っています。それ

は当たり前なのです。労働基準法でいう

管理監督者は労働時間規制が適用されて

いませんが、そのことと休むのも出勤す

るのも自由自在ということとは、別の話

なのです。

管理監督者だから今日は会社に行かな

いといえるかというとそんなことはない

のです。

それは課長補佐でも係長でも同じで

す。たぶん日本の社会というのは、部長

や課長から係長、一般社員までがだんだ

んと地続きになっていて、スパっとどこ

かで切れるというわけではないのです

ね。

A2
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その中で昔よりも下のほうへ降りてく

る責任がより大きくなってくると、昔は

管理職になったから残業代がなくなって

いたのをその前の段階からそうしたいと

いうのはある意味で当然というかそんな

に不思議な話ではないと思います。

その話を労働時間規制が適用されない

というのを、出勤するもしないも自由自

在などというイメージで語ろうとする

と、そんな馬鹿な話があるかとなってし

まいます。

要は管理監督者ではない人も、管理監

督者みたいになるというイメージでいい

のだろうと思います。その場合に何が問

題かというと、今の管理職だって過重労

働というのがいろいろ問題になってきて

いるわけだから、そこのところに対する

きちんとした抑え、健康確保という観点

からの労働時間規制をどこまできちんと

やれるか、どこまで納得のいくものを出

せるかという話だったのだろうと思いま

す。

私の感じからいくと、年104日の休日

というのは、どうやって担保するのか。

本当にそれができるのならばいいが、７

月８月ぐらいまで休みなしで経過して

も、違反しているかどうかわからないの

です。10月に入って、これから全部取得

してもだめになってから、そこで初めて

構成要件に該当するのか、考えてみると

よくわかりません。

もうひとつの月80時間を超えたら健康

診断というのはいかにも弱い規定です。

しかも一般労働者のほうが安全衛生法に

よる月100時間なのです。それをホワイ

トカラーエグゼンプションだから80時間

だというのは、いかにもその場で思いつ

いたような感じです。本当はここのとこ

ろで、もっときちんとしたものが出せて

いたら、ものごとがうまくまとまった可

能性はあるのではないかという気がして

います。

実は私はいろいろなところで、EU型

の休息期間規制というのを導入したらど

うかということをいっているのです。休

息期間というのは、１日のうち休みを取

る時間、拘束時間ではない時間ですね。

これが最低11時間ということになってい

るので、普通朝９時にきたら夜10時には

帰れと、ただその日忙しくて夜中の２時

までやっていたら、翌朝はどんなに早く

ても午後１時に出勤ということになりま

すという制度です。

ただこれも通勤時間も人によってさま

ざまなので、本当に一律にそういえるか

というとそんなに簡単なものではないと

いう方もいます。ただもう少しわかりや

すい健康確保の措置がきちんと打ち出せ

ていたらホワイトカラーエグゼンプショ

ンの議論がここまで迷走することはなか

ったのではないかというのが私のイメー

ジです。

そう考えれば、ホワイトカラーエグゼ

ンプションだって管理監督者と同じで、

大事な仕事があるのに会社を休むなどと

いうことがあるはずがないという一言で

済んでしまうはずだと思います。

政労使と公労使は確かに違うの

です。日本の三者構成というの

は実は公労使です。政労使ではありませ

ん。政はどこにいるかというと、並びの

机にはいないのです。うしろにいるので

す。

うしろから会議が始まるまえとか終わ

A3
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った後に寄ってきていろいろしゃべって

物事を動かしているということになるの

ですが、何でこうなったかというと、経

緯的にははっきりしていまして、終戦直

後にできたいろいろな法律が作ったなに

なに委員会というのがまさにそういう形

で、物事を作ったからです。

なぜそのときにそういう形で作ったか

というと、一番出発点にあるのは、労働

委員会なのです。

労働委員会という形でできたのは戦後

です。実は戦前、労働組合法はできなか

ったのですが、労働争議調停法というの

が、若槻内閣の時にできています。

これで、調停委員会というものを設け

るという枠組みがいちおう戦前にありま

した。このときに調停委員として労側委

員と使用者側委員と、それから中立委員

という、そういう枠組みがあったのです。

基本的には戦後の労働委員会もそれを

受け継ぐ形で、労と使と中立という形で

した。だから最初は中立といっていたの

です。そういう形で労働委員会という雛

型ができて、それが建議をするという形

で、今の審議会の機能をあわせて持つと

いう形で最初に規定されました。

この型が労働基準委員会、職業安定委

員会という形で各分野に広がり、審議会

という形に落ち着いていきます。その中

には、職業安定審議会などは派遣の許可

もやったり、最低賃金審議会も賃金決め

たりとか実体的なものもあるのですが、

そういうものも含めて労と使と中立とい

う枠組みを作ったというのが、経緯的に

は直接の出発点です。

これが三者構成なのだというふうに日

本の労働省は説明してきた。結果的に

ILOのようなところでやるのとずれがで

きた、というのが経緯的な話だろうと思

います。

逆に、ヨーロッパの立法システムとか

見ても、形としては原則二者構成でそこ

に政府が事務局的に入っているとか、そ

ういう形を取っているところが結構ある

のです。

ILOというのはそもそも国際機関です

ら、政府というのが一番中心にいないと

いけないので、座り方も真ん中に政府が

いて、左側に組合がいて、右側に使用者

側というそういう形になっていますが、

あれは国際機関だからなのだろうと思い

ます。

こういったことは各国でさまざまでし

ょうし、日本の場合は今いったような終

戦直後の立法の時の経緯があってこのよ

うな形で形成されてきたのだと思いま

す。

そうはいっても、表に座っているのは

公労使の三者かもしれないけれども、う

しろに座っている局長とか課長とか課長

補佐とかが動き回って実質的に動いてい

るので、そういう意味で政が入った三者

構成、それが日本的三者構成ということ

だったのだということだと思います。
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P r o f i l e
1996年　産業医科大学卒業

1996～1999年　NTT東日本関東病院内科

1999～2000年　産業医科大学実務研修センター

2000～2003年　㈱東芝　マイクロエレクトロニクスセンター

2003年～　　　㈱東芝　本社

昭和大学精神医学教室所属、産業医科大学非常勤講師、日本産業

衛生学会専門医、労働衛生コンサルタント

著書（分担執筆）

『よく分かるうつ病のすべて』（永井書店）『EBM精神疾患2005-

2006』（中外医学社）『オウンメンタルヘルス』（中山書店）『女性の

うつ病がわかる本』（法研）『SNRIのすべて』（先端医学社）ほか

最新企業事例紹介

産業医の先生、うまく
活用されていますか？
―㈱東芝　長時間勤務者の健康障害防止に向けた産業医の取組事例―

講師●株式会社東芝　本社産業医　労働衛生コンサルタント
石闢 潤子（いしざき　じゅんこ）

労働安全衛生法の改正を受け、多くの

企業では月間残業時間が100時間を超え

る従業員に対し、新たに医師面談を実施

しているかと思います。またいわゆる

「過労死・過労自殺」に対する予防法務

の観点からも産業医の役割が、ますます

重要となっております。

株式会社東芝では、産業保健活動につ

いてはトップダウン指示で行われ、グル

ープ全体で統一された戦略の下、全国の

産業保健スタッフが集まってメンタルヘ

ルスや復帰支援等のプロジェクトを作

り、人事勤労部門との連携により心身の

健康管理と増進を推進しています。

今回は、株式会社東芝本社産業医、労

働衛生コンサルタントの石闢順子先生を

お迎えし、産業医の立場から、長時間勤

務者を対象とした健康障害防止の取り組

みと人事部門との連携の在り方について

お話を伺いました。
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本定例会のポイント

長時間労働によるリスク

長時間労働により睡眠時間が不足し疲労が蓄積することや、生活時間

の中で休息や余暇活動の時間が制限される等により脳･心臓疾患発症の

リスクが高まる。また睡眠時間が短いと、自覚的にストレスも多くなり、

判断力や集中力も低下し、精神疾患発症のリスクも高まってしまう。

時間外超過者健診

東芝では月間残業時間80時間以上で産業医面談を必須としている。

労働時間の適切な把握と合わせ、基本的な生活習慣病対策が、人事･勤

労部門との連携の下で推進されている。

うつ病等の可能性評価

厚労省より出されているチェックリストを簡易化し、時間外超過者健

診では、医師による面談を実施、疲労・ストレスの蓄積、うつ病等の可

能性の評価と受診の要否を判断している。結果により配慮すべき心身の

状況にあわせて、就業制限や精神科医の診断、休業等の対応策を採る。

また、定期健診の徹底と、事後面談が原則的に義務とされ、長時間勤務

ではないものの、質的労働負荷や人間関係その他のストレスの状態を全

員面談により把握している。システムは全国の事業所共通で、異動して

もすぐに反映され、人事･勤労情報とも連動している。

早期発見・早期介入

従来からの１次予防としての就業時間管理や管理者教育、メンタル啓

蒙教育に加え、２次予防としての早期発見早期介入、３次予防の復職支

援・再発防止まで、多様な施策を行っている。２次予防には、外部の相

談窓口へ匿名で電話できる電話相談窓口「こころのほっとステーション」

等の従業員支援プログラムがある。また復職支援については、主治医の

許可が出てから、復職希望の２週間前に就業レベルに回復しているか、

日常的な生活のリズムが戻っているか見極め、復職後きちんと仕事がで

きるまで、サポートしていく。



はじめに

東芝産業医の石闢と申します。当社の

長時間勤務者の健康障害防止対策を一例

として皆様にご紹介したいと思います。

産業医が常勤でいるかいないかによって

だいぶ防止対策のやり方が違ってくると

思います。東芝といっても、関係会社も

含めると産業医がいるところいないとこ

ろ、多々ありましてやり方がそれぞれ異

なっています。

私が今日紹介するのは、基本的に常勤

の産業医がいるところについて、活用方

法をお示しした上で、常に産業医はいな

いけれど、私たちが担当している関連会

社についてはどうしているかも付け加え

させていただきたいと思います。

まず当社の紹介ですが、本社は浜松町

にございます。従業員数は、現在３万

3000人、平均年齢は男性は約40歳、女性

は約38.8歳です。

だいぶ以前になりますが、芝浦製作所

と東京電気が合併して東京芝浦電気とい

うのができました。それから株式会社東

芝という名前に1984年に改名しまして、

それから今度は逆に関連会社に移ってい

くような時代に入ってきています。

だいぶ分社化されてきておりまして、

しかもその分社化された会社が他の企業

と合併したりして、複雑になってきてい

ます。

作っている製品は多岐にわたっていま

して、有名なところでは、パソコンなど

です。

表に見えないところでは、いろいろな

場面で使われるメモリーカードだとか、

内部のものを作っていて、おそらくどの

会社でも多少は使っているものがあるの

ではないかと思います。

それから東芝では医療機器も作ってい

まして、こちらのＭＲＩは非常に音が静

かなもので、高性能なものを作っていま

す。冷蔵庫に関しても、開くと自動的に

閉まるような最新型のものが出ています

し、乾燥機も部屋の中が暑くなるので冷

房付というのもつくっております。

これらのものが川崎にある東芝科学館

で見学できます。

このようにものづくりから、インフラ

とかソリューション事業といった目に見

えないものまで手がけているという多岐

にわたった仕事という特長があります。

産業保健活動の特長

産業保健の活動についてですが特長と

しては図表１のように、西田社長の署名

が入っていまして、トップダウン指示で

行われているという特長があります。１

番目にマネジメントシステムがございま

すが、マネジメントシステムを組み込む

以前からこのトップダウン方式でやって

います。

ですから、いろいろなことがやりやす

くて、会社の理解があるということが大

きな理由としては挙げられます。特にこ

の中の３番目、「すべての従業員が能力

を十分発揮できるよう、心身の健康を保

持増進するための目標・計画を定め実行

します」と社長もいっているのでみんな

で頑張っていこうという姿勢で取り組ん

でいっています。

1 過重労働と健康障害予防 
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もうひとつの特長は、全国各地に事業

場があるということです。

さらに産業保健活動が、各東芝や及び

その一部のグループが同じ戦略で同じこ

とをやっているという特長があります。

つまり本社だからこういうことをやって

いる、あるいは大分工場だから独自にこ

ういうことをやっているということでは

なくて、異動も多いということもありま

すが、例えば書式にしても同じような手

続きで、同じような内容を同じような形

で、活動しているという特長があります。

逆にどこに異動しても同じことをやっ

ているので非常にわかりやすく対応しや

すいということがあります。これは、健

康管理面が主なのですが、他の勤労とか

人事スキルと、いくつかのシステムを連

動させながら行っております。

例えば、いろいろな戦略を考える中で、

メンタルヘルスプロジェクトというのが

あるのですが、うつ病に対してどうして

いきましょうかなどという話の中で、全

国の産業医や保健師が集まって、１次予

防はどうしていこう、２次予防はどうし

ていこう、復職支援のプログラムを作ろ

う、あらためて戦略を考え直そう、など

というプロジェクトができるのです。

その中で、みんなで決めたプロジェク

トを全国に展開していくという形になっ

ています。他の過重労働の対策も、みん

なで決めてみんなでやって行くという形

をとっているところが、たぶん国内では

珍しいタイプのやり方ではないかと思い

ます。

長時間労働の影響

さて本題ですが、過重労働による健康

障害、長時間の時間外労働など過重な労
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図表１　東芝グループ安全基本方針 



働により疲労が蓄積した場合にどういう

ことが起こり得るか。これはご存知だと

は思うのですが、脳・心臓疾患発症のリ

スクが高まってくる。

これは科学的なエビデンスを基にいわ

れていて、メンタルヘルスへの影響とい

うのも、確かなことです。あと家庭での

ゆとりの時間が減少したり、QOLが低

下したり、医療機関の受診の機会も喪失

してきてしまう。それはまずいのではな

いかということで何か対策をしなければ

いけません。

特に長時間労働が原因で脳・心臓疾患

になりますと、労災認定されますが、影

響を及ぼす理由として、１番目は睡眠時

間が不足し、疲労の蓄積が生ずること、

２番目は生活時間の中で、休憩・休息や

余暇活動の時間が制限されていることで

す。

長時間労働をしているとパフォーマン

スが得られませんし、ずっと座っていて

腰痛になったりする可能性があるという

こともあります。

労働時間を見てみると、決して増え続

けているわけではないのです（図表２参

照）。日本はむしろ昔よりは下がってき

ていてアメリカと同じ水準の労働時間に

なっています。ただ、ヨーロッパと比べ

ると多いという感じはします。

さらに昔と違って付加的な問題が出て

きました。働き方の多様化・雇用形態、

出向や派遣、請負などいろいろなタイプ

の働き方が出てきていますが、東芝の敷

地で働くからには責任を持ってやってい

こうというスタンスではあります。

それから労働時間の二極化ですが、一

方では正社員の労働時間が非常に増えた

り、パートさんの時間が減ってきたり、
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図表２　労働時間の変化 
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いろいろなタイプが見られるということ

が挙げられています。

働く価値観にも変化がありまして、特

にジェネレーションギャップがあります

けれども、昔は働くことが一番の生きが

いだという時代でした。生活重視だとか、

あとはお金とか昇格だとか、そういうこ

とを目標にしていた時代から、やりがい

だとか、自分らしいことをやっていく、

そういうことを重視する時代になりまし

た。

IT産業などのエンジニアの中には、

実力主義で自分のやりたいことさえやっ

ていければいいんだと、むしろ管理職な

んかになりたくないといわれるような方

も散見されます。

それからCSRに関しても特に変化があ

りますが、いままでは、法律さえ守って

いればいいのではないか、ちゃんとした

規格の製品を作っていればそれでいい、

利益を出して株主に還元すればそれでい

いといったような時代でした。今は、き

ちんと情報を開示して、しかも納得のい

く説明をして、信頼を築き、それだけで

なくて快適な職場生活を与えたり、育児

とか仕事のワークライフバランスを確立

させるとか高齢化対策をするとか環境問

題を取り扱うとか、なるべく環境に優し

い資源を使って製品を作る、ゴミも出さ

ないようにする、そういったことにまで

拡大されてきている時代です。

高齢化問題も避けては通れず、当然労

働者の中でも高齢者の割合が増えます。

雇用延長でますます増えるわけですか

ら、健康診断上の有所見者数が増えます。

そうなると、過重労働してしまうと高齢

で、倒れやすいということになってきま

すから、ますます無視ができません。

過重労働と労災認定基準

現状として何が問題の背景にあるかと

いうと、やはり定期健診の、脳・心臓疾

患に関する有所見率が増加している。こ

れが年々上がっています。年齢構成が上

がったこともあるでしょうが、若い世代

も含め全般的に有所見率が上がってきて

いるようです。

それから、労働者層でも心疾患・脳血

管疾患及び自殺が非常に多くて、死因の

４位までには入っているという事実があ

ります。

職場生活において強い不安、ストレス

を感ずる労働者の割合が増加し過半数

61.5％にも上っています。当然、労災認

定、脳・心臓疾患に限らず、精神障害に

ついても労災認定件数が急増していると

いう世の中ですから何らかの対策をしな

くてはいけない。

認定基準の対象疾患としては、脳血管

障害といってもいろいろあって、脳出血、

くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳障害

といわれるもの、虚血性心疾患の中には、

心筋梗塞、狭心症、心停止（不整脈を含

む）、解離性大動脈瘤、総じて生活習慣

病に関係しているものがあると解釈がで

きると思います。

会社の中で心筋梗塞で倒れて亡くなっ

てしまっても、以前は私病で扱われてい

て、あの人は太っていたし、ヘビースモ

ーカーだったからね、かわいそうに、で

終わってしまっていたのが、今はそうで

はない。

最近残業が多かったのではないか、調

べてみると深夜まで残業したり、徹夜も
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多かった、これは本当に私病なのか、残

業していなければ、徹夜していなければ、

ひょっとしたら死ぬまでには至らなかっ

たかもしれない、もう少し長生きしたの

ではないか、ということです。

「重要な出来事」について、直前何か

大きなことが起きただけでなく、その評

価期間を１週間ぐらいに拡大していま

す。

さらに、急激なストレス以外に慢性の

ストレスも対象にしようということで、

発症前おおむね６か月の期間まで拡大し

て評価期間を見積もっています。

ですから大きなストレスだけでなく

て、慢性的な疲労状態も労災認定の基準

として考えなくてはいけないということ

です。脳・心臓疾患に係る労災請求・認

定件数の推移についても、毎年増加して

きていて、請求数も認定数も非常に多く

なってきています（図表３参照）。

安全配慮義務

精神障害等に係る労災請求・認定件数

の推移についても、とくにどんどん多く

なっていまして、認定についても100を

超えているという現状が続いています

（図表４参照）。これもご存知の通り電通

事件がきっかけです。うつ病になって自

殺した入社２年目の男性が、過重労働で

残業や徹夜が多く、うつ病を発症して自

殺してしまった。

このケースで労災認定されたことによ

ってわれもわれもということで、請求が

なされています。もちろん長時間残業す

れば、安全配慮義務上、対象疾患を発症

した場合はリスクがあるわけですが、い

ろんな場合で安全配慮義務が問われるこ

とが出てきています。

こんな例があります。休日、テニスを

していて心筋梗塞で死亡しても安全配慮

義務違反が問われた例があります。これ

は弁護士さんの範疇なのでしょうが、た

またま亡くなったのが休日であって、業

務でもし過重労働していなければ、亡く

ならなかったんだろうということで、自

然に悪くなったのではなく過重労働が追

いうちをかけているというような解釈

で、やはり平素から過重労働になるよう

な健康障害を与えるようなやり方をとっ

てはいけないということです。
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図表３　脳・心臓疾患に係る労災請求・認定件数の推移 



それから業務過重性がなくても、たま

たまその時期だけ、病院に行きたかった

時期だけ忙しかったとかで治療機会がな

くなってしまった、行けなかった、行き

たいのに行かせてくれなかったというこ

とがあれば、治療機会の喪失ということ

で安全配慮義務違反が問われる可能性も

あります。

次は微妙だと思うのですが、自宅に持

ち帰って残業している方は多いと思いま

すが、これも認められている例があるの

です。

これは全部ではないと聞いているので

すが、こういう傾向もあるので一応注意

したほうがよいと弁護士さんもおっしゃ

っていました。あとは、やはり請負、派

遣いろいろな契約形態がありますが、た

とえ請負だとしても、契約形態がなくて

も、実質的にこうしなさい、という業務

命令が出てしまった限りは、それは責任

も付随してくるので、契約形態にかかわ

らず実質的な評価で判断される可能性が

あります。

ですから、何に注意すればいいかとい

うと、やはり実質的にきちんと残業時間

を見て、健康障害が起こらないように誠

実にやらなければいけないという解釈を

しています。

当然ですが、偽装請負などはせず、適

切な雇用をするということも重要です。

予防対策

死因についてですが図表５に見られま

すように若い世代では圧倒的に自殺が多

くなっています。

自殺の背景には７～８割前後うつ病が

隠れているといわれています。なんらか

の精神疾患がうつ病を含め９割近く隠れ

ているといわれていますが、その一部に

仕事が関係しているのは間違いないので

す。

ガンについてはどうしようもない部分

もあるのですが、心臓疾患とか脳血管疾

患、これら生活習慣病に関係するものの

うち、過重な業務でより悪くして亡くな

ってしまったという方も確かにおられる

ようで、これに関しては予防していかな

くてはいけないと思います。

最近、メタボリックシンドロームがは

やりですが、平成20年から健診でウエス

労働法学研究会報 No.2406 37

図表４　精神障害等に係る労災請求・認定件数の推移 



トまで測らなくてはいけなくなってしま

うそうです。

ウエストのサイズを測ることにより、

内臓脂肪のつき具合をみましょうという

ことなのですが、ここまでやらなければ

いけないのかという時代にもなっていま

す。

すべて、高脂血症だとか高血圧、糖尿

病ということが入っていますからやはり

生活習慣病の予防については会社として

もより重点的にやっていかなければなら

ない対策のひとつだと思います。

残業と睡眠

では残業がなぜいけないのか。残業し

ても全然平気だという方も沢山いらっし

ゃいます。そうはいっても一般的な話で

24時間生活リズムの中で見ていくと８時

間労働時間があったとして、拘束時間・

昼休みが１時間、通勤時間がおおむね１

時間くらい、そのあとの４時間くらいを

含めると全部で14時間くらいになるので

す。残りの10時間をどうすごすか。その

内訳によって大分睡眠時間が変わってき

ます。

残業を１日５時間すると睡眠時間は５

時間になってしまう計算です。出勤日を

月20日として、その月の残業時間は100

時間となります。残業を１日４時間する

と睡眠時間は６時間でおおよその月残業

時間は80時間になります。

これが過重労働指針の考え方ですが、

とにかく睡眠が大切であり、疲労を回復

するのに十分な睡眠時間の確保というこ

とが必要ということです。ただ睡眠時間

はすばり聞いていない会社では、やはり

会社側としては残業時間で管理するしか

ないのかなという気がしています。
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図表５　年齢別死亡原因（平成14年）男性 



ある論文では、残業時間数と相関して

脳血管疾患や心臓疾患の発症率が上がる

というわけではないという報告もあるの

で、残業時間数を聞くより本当は睡眠時

間を聞いたほうがいいのではないかとい

うような意見もあります。

適切な睡眠時間

実際私たちが時間外超過者健診をして

いると、厚生労働省関係のデータにもあ

るように、うつが多いのです。

その他にも、動悸がするとか体調が悪

いとか、疲れるとか心身症らしいもの、

血圧が薬でコントロールしきれないとい

うような所見が見られます。

あと労災で亡くなった方のデータ解析

では睡眠時間が５時間以下で精神疾患の

発症のリスクがどうも大きいようで、残

業が100時間以上では精神医学的な配慮

が必要なようです。

というのは100時間未満よりも早くう

つ病が発症しているし、自殺率がどうも

高いようだというデータからいえること

で、やはり100時間以上というのは面談

は必須にしないといけないという、デー

タの根拠にもなっています。

図表６は補足的なものですが、睡眠時

間が少ないと自覚的にストレスも多くな

ってきていて、しかしただ長く寝ればい

いというものでもなくて、長ければ長い

でそれもストレスになるので、ある程度

自分に適切な睡眠時間というのがあるよ

うです。

何時間が適切かとはなかなかいえない

のですが、ただ短すぎるのは一般的には

どうもよろしくないようで、５～６時間

がラインなのかなという印象がありま

す。３時間でも毎日大丈夫ですという人

もいて、個人差もあるようです。

長く寝ないとどうしてもだめだという
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図表６　睡眠時間と自覚的ストレス感 



背景には何か原因がある可能性がありま

す。例えば眠りが浅い、中途覚醒がある

などの症状がかくれているかもしれませ

ん。

脳の疲労回復

疲労回復のキーワードとして挙げられ

るのは、睡眠と脳です。質の良い十分な

睡眠によって脳の疲労が回復します。脳

がどんな機能をしているかを考えればわ

かるのですが、いろいろなことを頭で考

え判断して、物事を作り直したり、おし

ゃべりをしたり、計画をしたり、いろい

ろなことを統合しています。

その機能が下がるということは、生産

性も低下するし気分もなんとなく優れな

いし、判断力も鈍るし、集中力も下がる

ということです。

脳というのは自律神経の中枢ですか

ら、交感神経や副交感神経を調整してい

ます。バランスが崩れると、血圧が調整

できなかったりいろいろなホルモンのバ

ランスが崩れたりします。

そのままだと、生活習慣病、つまり、

高血圧、高脂血症、糖尿病が悪くなって

くる可能性があります。ですから、脳は

生活習慣病に関係ないように見えても、

実は非常に大切な臓器なのだということ

です。

ある企業では睡眠キャンペーンをやっ

ていて、「いい睡眠をとりましょう」と

いうようなことをしているところもあり

ます。

職場のストレス対策

では私たちになにができるでしょう

か、基本的にこれはストレス対策という

ことで考えますが、職場の中のストレッ

サー、つまりストレスの原因があったと

して、それがストレス反応として個人に

出てきて、さらに悪くなって病気になる

人もいます。

どこで食い止めるかということです

が、まずストレスを削減する、できれば

取り除くということが挙げられます。

同じストレスでも人によっては症状に

出る人と出ない人がいますが、何が違う

のかというと、ひとつには個人的な要素

が挙げられます。もともとの素因や個人

のものの考え方とか、悲観的・楽観的と

いった本人のものの見方といった心のフ

ィルターです。

ですから同じことをいわれても、「お

まえどうしてこういう失敗をしたんだ。

やり直せ」と上司にいわれたとしても、

「はい頑張ります、やり直します」とい

う人もいれば、「またしかられてしまっ

た、どうしようもうぼくはだめだ」とい

うように考える人もいます。

これは考え方の違い、つまり、脳の認

知の違いです。そこで、自分の心のフィ

ルターを修正する認知療法などのストレ

ス対策法が個人に対してできるわけで

す。

家庭や職場のサポートという要因もあ

ります。家庭のサポートについては、触

れにくい部分だと思いますが、家庭の方

2 ストレスとうつ病 
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に理解していただくという意味で、セル

フケアの冊子などをお配りしたり、場合

によってはご家族の方に会って話しをし

て理解してもらったりというような活動

もしています。

また職場のサポート、特に上司のサポ

ートというのが非常に重要です。

具体的には、メンタルヘルスの管理職

教育などで上司の役割と重要性について

知っていただきます。例えばうつ病につ

いて、早期発見、早期治療に向けて、具

体的にどう話を聞いてあげたらいいのか

のスキルも提示して、そこから始まるの

ですという教育をします。その上で、ス

トレス症状への気付き、配慮、ストレス

予防にもつながります。

あとは、どう頑張っても食い止められ

ない病気もございますので、医療機関に

すぐおつなぎするとか、外部医療施設と

の連携も大切です。

時間外労働の削減

過重労働に限ると健康障害の防止対策

としてなにをしたらいいか。まず時間外

労働そのものを削減するのが近道です。

科学的なエビデンスでは、月に45時間以

上残業した人のほうが、それ以下の人よ

りも脳疾患・心臓疾患にかかる率が高い

のです。

そういうことから45時間以内にしま

しょうということがひとついえますが、

対策を練るためには、労働時間を適切に

把握することが重要です。以前は東芝で

も管理職や成果主義の方の労働時間は自

主管理としていました。

長いこと残業をしている人がいるのに

時間外超過者健診対象者に引っかからな

い、どうしたらいいのだろうということ

で、半期に一度「健康度調査」を、管理

職や成果主義の皆さんにやっていただき

ました。

具体的にはWebまたは紙ベースでや

っていただくのですが、スクリーニング

により面談対象者を選定しています。た

だやはり半期に一度なので時期的にたま

たま過重だった可能性もあり、なかなか

それが見つかりづらいというのがありま

した。時間管理をきちんとするようにな

って逆に管理職の方もお疲れだというこ

ともわかってきました。

あとは、年次有給休暇の取得促進とい

うこともあります。

定期健康診断の実施の徹底も、当然の

ことだと思います。定期健康診断のデー

タがないと生活習慣病もわからないの

で、これはきちんと受けていただきます。

定期健康診断は法律で決められているの

ですけれども出張が多いとなかなか受け

られない方もいらっしゃるのです。

そのあとの、事後面談が大切です。保

健師さんなど、面談をする人がいないと

事後面談ということにならないかも知れ

ませんが、契約している産業医の先生を

活用していただきたいと思います。その

ためには契約の中に事後面談まで必ず入

れるようにしたほうがいいと思います。

するとその段階で生活習慣病が見つか

り、基本的な対策が、ここで成り立つわ

けです。ですから、東芝では定期健診を

必ず受診させて、事後面談を受けさせる、

ということになっています。

それから改正労働安全衛生法では、残

業時間が100時間以上ですと面談が必須、

80時間以上で申し出をした方はして下さ
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いということですが、東芝では80時間

以上の方を必須としています。

残業時間が月80時間を超えた方が、翌

月に呼ばれて産業医面談を必ずしていま

す。受診率100％とは限らないのですが、

義務化しています。45時間以上の人は

どうしているかというと、これは事業場

の事情で様々で、希望者の事業場もあれ

ば、スクリーニングをかけて、面談をし

た方がよさそうな人だけを抽出するとこ

ろもあります。

80時間以上の産業医を必須にしている

のは昔からで法改正される以前からやっ

ていました。診断結果を活用するという

ところまできちんとやっているというこ

とです。

よく残業健診を実施することだけでや

った気になっていることがありますが、

やればいいというものではありません。

そもそも産業医とか産業保健スタッフが

これを実施することが目標ではなくて、

会社が労働による健康障害を防止するた

めの対策ひとつとしてやらなければない

ないという認識がないとこういう話は進

まないわけです。

人事勤労部門が残業時間などの就労状

況を把握して適正管理して、きちんとし

たルートで産業保健スタッフに流し、そ

れを活用して職場なり人事勤労部門にお

返しをするという流れを作らないといけ

ません。

産業保健スタッフがすべてやってくれ

というような話が人事勤労部門からある

場合があるようですが、そうではなくて、

お互いの役割を果たすことが大切だとい

っています。

産業保健スタッフに丸投げしている企

業も少なくないのではないかという気が

しています。

勤怠管理

残業時間や深夜回数を人事勤労部門が

把握して持っていますが、私たちが管理

している定期健康診断のデータと組み合

わせて活用することもできます。

例えば、フラミンガムスコアとかメン

タル疲労リスクと過重労働関係のリスク

として評価しています。定期健康診断は

法定項目が基本なのですが、問診表をア

レンジしています。

フラミングスコアとは、アメリカのフ

ラミンガムスタディの報告を基に生活習

慣病に関するリスク計算をしているもの

です。こちらのほうは、あまり活用でき

ていないのが正直なところなのですが、

メンタル疲労リスクはわりと面談時の評

価とも合致しているかなという印象があ

ります。

メンタル疲労リスクには２種類やり方

があります。１つ目は、定期健康診断の

問診表の中のGHQ（General Health

Questionnaire）12項目の評価点数と睡

眠時間評価点数を掛けます。２つ目は、

メンタル健康度調査内の項目評価に睡眠

時間評価点数を掛けたものです。

あとは、多くの事業所で共通の定期健

康診断システムが動いていて、人事勤労

情報と連動しているので異動したらすぐ

に反映されるというのが特徴です。

事後面談

事後面談が重要だといいました。定期

健康診断を行った後に必ず事後面談を受

けるのが特色ですが、ここでうつ状態ス
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クリーニングというのをしています。ス

クリーニングといっても紙を配ってやら

せてるだけではなくて、構造化面接とい

って必ず人が問診をして聞くタイプのス

クリーニング方法です。

ですから同じ人が同じスキルを持って

いればこの人がうつ、この人はうつじゃ

ないというような、ある程度きちんとし

た客観的なエビデンスを基にスクリーニ

ングしています。

過労死というのは、作業関連疾患の代

表疾患なのですが、いろいろな作業関連

疾患、循環器系の病気や脳血管障害等、

実は他にも高脂血症とかストレス関連疾

患からストレス性胃潰瘍になったりうつ

になったりいろいろなものになります。

ただこの中で労災認定されるのが脳や

心臓の病気と精神的な病気だというよう

なことです。企業の中でもやはり今まで

出てきましたがうつ病というのがどうも

重要なようで、生産性の低下から休業し

ていく人の損失からいろいろなレベルが

あります。

とにかく過重だということの認識は、

みなさんもあると思うのですが、自殺予

防の観点からもうつが自殺の多くを占め

ているので、もっと多いのではないかと

いわれていますが、なんらかの対策はし

たほうがいいのではないかということで

す。

（半）構造化面接（M.I.N.I問診）

そこでうつ状態のチェックが必要にな

ります。アメリカの精神医学会の診断基

準を基にした、M.I.N.Iという構造化され

た面接によりうつ状態のスクリーニング

を行います。具体的には、まずA1とA2

の２つの質問を行い、両方とも「いいえ」

の場合はそこで終了で、うつ状態ではな

いと判定されます。どちらかでも「はい」

の場合はA3～A9までの質問を行い、A1

～A9の（44ページ図表７参照）９項目

のうち、５項目以上「はい」の人は、う

つ状態の可能性があります。さらに内因

性うつ病かを判断するためにＢ項目が設

けられています。

うつ病とうつ状態は多少違うのです

が、うつ状態というのはその状態を示す

わけで、うつ病とは限りません。例えば

体の病気が原因のうつ状態というのもあ

るわけで、男性で多いのが睡眠時無呼吸

症候群です。太っていてあごが小さくて、

いびきをかくと夜中にいびきが止まって

いるといわれるような方もうつ状態にな

りやすくなります。

なんとなく集中できないし、意欲がな

いし、朝足が重くて会社に来られなくな

りうつ状態が遷延しやすかったりするの

です。

本当はどこにでもいらっしゃると思い

ますが、意外に隠れているうつ状態で、

男性では睡眠中無呼吸症候群、女性では

甲状腺ホルモンなどの内分泌の病気から

来るうつが見られます。他に、月経前緊

張症といわれますが、生理前のイライラ

やブルーな気分を超えて病気になってし

まうことがあります。

あとは薬を飲んでいる場合や、アルコ

ールによるものなどいろいろなパターン

があります。

そういう体の病気を除外された時うつ

病の診断となります。M.I.N.Iのスクリー

ニングや問診で引っ掛かると、保健師が

フォローをして必要に応じて産業医経由
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A1．この２週間以上、毎日のように、ほとんど一日中ずっと憂うつであったり沈んだ気
持ちでいましたか？ 

A2．この２週間以上、ほとんどのことに興味がなくなっていたり、大抵いつもなら楽し
めていた事が楽しめなくなっていましたか？ 

いいえ　はい 

いいえ　はい 

B5．毎日のように、通常より少なくとも２時間は早く目が覚めて、再び寝つく
ことができませんでしたか？ 

いいえ　はい 

いいえ　はい 

いいえ　はい 

いいえ　はい 

いいえ　はい 
いいえ　はい 
いいえ　はい 
いいえ　はい 

いいえ　はい 
いいえ　はい 

いいえ　はい 
いいえ　はい 

いいえ　はい 

B3．その抑うつ気分は、親しい人が亡くなった時に感じる感情とは違いますか？ 
B4．毎日のように、きまって朝の方が気分が悪くなりましたか？ 

B6．“A3”は「はい」ですか？ 
B7．“A5”は「はい」ですか？ 
B8．実際の状況と比べて、過度で不適切な罪の意識を感じましたか？ 

 

A3．毎日のように、食欲が減少、または増加しましたか。または体重が意図的でない
のに、減少または増加（例：一ケ月に体重の±５％）しましたか 

A4．毎晩のように、睡眠に問題（寝つきが悪い、夜中に目が覚める、早朝覚醒、寝過
ぎなど）がありましたか？ 

A5．毎日のように、普段に比べて話し方や動作が緩慢になったり、またはイライラし
たり、落ち着きがなくなったり、静かに座っていられなくなりましたか？ 

A6．毎日のように、疲れを感じたり、または気力がないと感じましたか？ 

A7．毎日のように、自分に価値がないと感じたり、または罪の意識を感じたりしましたか？ 

A8．毎日のように、集中したり決断することの難しさを感じましたか？ 

A9．自分を傷つけたり自殺することや、死んでいればよかったと繰り返し考えましたか？ 

B2．ここ２週間で最も憂うつだった時、以前ならあなたが楽しめたり、元気づけられた
りしたことに対しても反応できませんでしたか？〈「はい」の場合追加して〉：何
かとても良いことがあっても、一時的にさえより良い気分になりませんでしたか？ 

いいえ　はい 

いいえ　はい 

B1．“A2”は「はい」ですか？ 

（MDエピソード：大うつ病エピソード） 
 
１．従業員番号　　　２．面接日　　　年　　月　　日　　　３．性別　男・女　　　４．年齢　才 
５．面接者　　　　　６．治療中の病気　あり（　　　）・なし　　内服　あり（　　　）・なし 

MDありの方のみ 
４．上記症状が生じてくる前６ケ月の間に何かきっかけになるような出来事や状態が認められましたか？　 
（特になし･あり）→ありの場合、内容を聞いて下記に当てはまるものに○、又は記入｡（複数回答可） 
　　ａ．仕事量の増加　ｂ．仕事時間の増加　ｃ．仕事内容･質の変化　ｄ．職位･責任の変化　 
　　ｅ．転勤･配置転換　ｆ．仕事上のミス･トラブル　ｇ．職場の人間関係の問題　 
　　ｈ．上司･職場からのサポート不足　ｉ．本人の病気･ケガ　ｊ．睡眠不足　ｋ．上記以外の仕事上の問
題（　　　　　　）　ｌ．仕事以外の問題（　　　　　　） 

５．上記症状（うつ症状）に対する治療：①なし②精神科・心療内科③他の身体科④カウンセリングのみ 
６．上記症状によってあなたの仕事や社会生活はどのくらい（だいたい何％くらい）障害されていますか。
（　）％　 

メランコリーなし□ 両方「いいえ」 B1とB2の両方またはどちらかが「はい」 

ＭＤエピソードなし□ A1～A9のうち「はい」が４つ以下 A1からA9のうち「はい」が５つ以上 

ＭＤエピソードあり□ 

Depression エピソードなし□ 両方、またはどちらかが「はい」 両方「いいえ」 

メランコリーなし□ B3～B8で「はい」２つ以下 B3～B8で「はい」が３つ以上 メランコリーを伴う 
MDエピソードあり□ 

図表７ 



で病院につないだりします。

疾患別のリスク要因

脳・心臓疾患別のリスク要因とその関

連の強さ、なにが一番関連性が強いかと

いうことなのですが、やはり脳梗塞とか

脳出血、心筋梗塞など血圧と関係するこ

とが多いのです。

フラミンガムスタディでは、いろいろ

な合併症リスクがあればあるほどその発

症のリスク（相対リスク）が、２倍、

2.2倍、3.4倍と増えます。

だからこれらの合併症、高血圧、糖尿

病、喫煙と心臓左室肥大、心房細動とい

う不整脈、狭心症がありますが、合併症

があればあるほど、脳・血管疾患や虚血

性心疾患になりやすいといわれていま

す。

合併症がいくつかある方も多いのです

が、症状がないので改善しなくては、と

思うまでに至らないこともあり、「命に

かかわる大変なことだ」ということを、

一生懸命伝える努力をしています。

厚生労働省チェックリスト

東芝では、基本的に月締めなので、そ

の次の月の15日ぐらいに締めをしてそ

れからだいだい翌月の月末までには、残

業健診をするようにしています。

厚労省のチェックリストが出されてお

り、非常にボリュームが多いのですがよ

くできた内容ですので、例えばこれから

過重労働対策のカルテでも作ろうという

場合には、これを参考にして、産業医の

先生がうまく活用すれば、その会社に合

ったいいものができるのではないかとは

思っています。

このチェックリストというのは、図表

８をまず見ていただくと、まず対象者を

選定して労働時間を入手し、Ｂの労働者

本人からの情報というところで厚生労働

省の疲労蓄積度自己診断チェックリスト

をした結果により医師による面談対象者

を選定します。東芝ではこれを割愛して、

会ったほうが早くて確実だということ

で、全員面談しているのです。チェック

リストは、対象者が多くて、産業医が捌

ききれないというような場合に使えるの

ではないかと思います。

医師による面接

医師によるスクリーニングの結果で、

さらに面談を行うことになります。

図表９－１の「疲労・ストレス蓄積状

況の質問調査」と図表９－２の「うつ病

等の可能性の評価」を医師が直接問診を

することになります。「うつ病等の可能

性の評価」のＡ１～Ａ５はM.I.N.Iと同じ

ようにアメリカの精神医学会の診断基準

から選択したものですから、エビデンス

に基づいたスクリーニング法だと思いま

す。

図表９－２のA１抑うつ感とかＡ２意

欲や興味の低下、このふたつどちらかが

「はい」の場合さらに次のＡ３～Ａ５の

質問に進み、Ａ１～Ａ５のすべて合わせ

て３つ以上「はい」であればうつ病の可

能性がある、というような簡単なものな

ので、契約産業医に、こういうやり方が

3 疲労・ストレス蓄積 状況の把握と対応 
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図表８ 
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図表９ 
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ありますのでお願いしますといえば、非

常勤嘱託産業医でもやりやすいのではな

いかと思います。

一般の開業医の先生の中には、「うつ

に関しては苦手、専門外だ」といわれる

先生も多いので、当社では厚生労働省の

スクリーニング方法でやって下さいとい

うだけでもいいのかなという気がしま

す。

それをどう活用するかというと（図表

10参照）、先生によってやり方は違うと

思いますが、疲労の蓄積状況を見て、配

慮すべき心身の状況があるかないか書い

ていただいて、それに対してどう対応す

るかということです。

診断区分として「異常なし」「要観察」

「要医療」があります。それに対して、

逆に受け取る上司だとか会社側が、単に

「要医療」といわれても、うちはどうし

たらいいんだということになってしまい

ます。そのため具体的に就業制限をした

ほうがいいのか、様子を見てていいのか

という判断をくださいといわれることが

多いと思います。

それを解決するためにあるのが就業区

分で、ひどいうつ状態の人には仕事をさ

せてはいけないということで、「通常勤

務」「就業制限」「要休業」のうち要休業

を丸で囲むということになるわけです。

しかし、残業制限だけしても「時間だ

け減らして早く帰れ」と上司から本人に

いわれるだけなので、職場にきちんと説

明することが重要です。

なんとかしないとこの人はうつ病で休

まないといけなくなりますので、対応を

職場でも考えて下さいというような説明

が必要です。

東芝の時間外超過者健診問診票

東芝のやり方ですが、図表11は厚生

労働省の長いチェックリストを参考に一

枚にまとめたものです。すばり、疲れて

いますかという肉体疲労度、精神疲労度

を聞いています。

どんなことがストレスなのかもご本人

に自分でまず書いてもらうのです。

それから充実感が無いとかストレス関

連の症状も丸をつけてきていただいて、

それで面談をします。やはりタイムリー

な血圧は重要なので実測し、定期健康診

断の結果や病歴・治療歴を見ながら、脳

血管疾患、心臓疾患のリスク、その他病

気が仕事によって増悪しないかどうか判

断します。また、うつではないかどうか

も判断しています。その結果、診断区分

のどれかに丸をつけます。

就業区分には、１通常勤務、２就業制

限、３就業禁止とありますが、特に就業

禁止の場合にはすぐ説明のために職場上

司と連絡をとります。何か伝えるべきこ

とがあるときには医師意見を書いておい

て、なるべく意見書を出しっぱなしには

しないように説明をしています。

その後も気になる人は、本人だけでも

フォローしています。

図表12は、出張者用の問診票ですが、

国内や海外に出張していたりする人もと

ても多いのです。

すぐに面接することは難しく、いつに

なるかわからないという方が多いので

す。本当は会って面接した方がいいので

すが、長期出張者にはスクリーニングを

して、必要な人だけ面接あるいは電話連

絡してもいいだろうということでこうし
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図表10
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図表11
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図表12



た出張者用のバージョンができました。

技術職の男性の例

具体的に例を挙げます。Ａさんの例で

す。関連会社勤務で43歳男性、技術職で

す。なお内容は本人が特定されないよう

に脚色しています。

研究開発一筋でしたが、以前少しだけ

絡んだ仕事の関係で、営業技術的な業務

へ異動しました。月100時間以上の残業

がここ数か月続いていたため、時間外超

過者健診を受診しました。

産業医面談結果では、診断区分「要医

療」、就業区分「就業制限」の結果が上

司に戻ってきました。結果を職場に送る

と「自分はどうしたらいんだ？」という

上司が多いのです。

産業医面談でＡさんのいっていること

を見ると、「毎日憂うつだ。何をするの

も億劫だ。集中できない。みんなに迷惑

をかけている。できないやつだと思われ

ると仕事がこなくなるので、上司にはい

いたくない。休みたいが忙しいので休め

ない、病院へ行く時間もない。長く休む

と迷惑がかかるし病気だと思われるのも

嫌だし、経歴に傷がつくのも嫌だ。これ

まで何とか適応できるように頑張ってき

たが、今の仕事はどうしても合わない。

研究職に戻りたい」ということをおっし

ゃっていました。

上司にもいいたくないし、どうしよう

かと思ったそうですが、抑うつ状態で意

欲低下とか不眠、集中力・判断力低下、

自責感があり、申し訳ない、みんなに迷

惑をかけている等、非常に強い抑うつ気

分があったので、まずは外部医療機関を

紹介しました。

いろいろな機関を紹介しましたが、都

会のメンタルクリニックは混んでいるよ

うで１か月待ちというのもめずらしくな

いのです。しかし東芝では、産業医が主

治医として精神科の薬を出すことを禁止

しています。なぜかというと、主治医の

役割と産業医の役割は分けたほうがいい

からです。

主治医というのは患者さんを治療する

立場であり「病状」を見ることになりま

す。産業医は健康状態と仕事の適合性で

判断します。だから復職判断では、主治

医は復職してもいいといったときに、産

業医は仕事ができる健康状態になるまで

待っておくということがある。

このケースの場合、予約日までだいぶ

あったので、抗うつ薬を病院受診までの

つなぎ処方としました。

睡眠障害があるときは睡眠薬、動悸だ

とか不安の症状があるときは安定剤も処

方します。

それから、やはり職場のサポートが必

要です。もう仕事は休んだほうがいいと

話したのですが、一緒に上司に話をしま

しょうかといっても、「どうしても話し

たくない、仕事がこなくなるし、自分の

立場が悪くなるので」と断られて、「そ

れではよく考えて、できれば自分から話

をしてみて下さい」ということで終わり

ました。

上司の対応

その方がまたいらした時に、「実は上

司に思い切って話してみました」という

のです。上司はきちんと理解してくれて、

昔にも同じような部下を持ったことがあ

るようで、非常によく話を聞いてくれま
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した。

それで「とりあえず今はこういう状況

だから残業などをせず早く帰りなさい」

と言っていただき、仕事に関しても時間

を減らすだけではなく、サポートをつけ、

新しい業務は振らないようにするなどの

配慮をしてくださったそうです。さらに、

幸いなことに異動も前向きに検討してく

れる予定だとのことでした。実に適切な

判断で、こういう職場サポートがあれば

本人や職場の今後も大丈夫そうだという

のが見えてきました。

また、「時間ではないのです、内容的

なこととか、周りの人間関係の問題もあ

るのです」、といわれます。

ですから、残業時間だけでなく全体的

な内容的とか、その人に仕事があってい

るかどうかとか、不具合が生じていない

かとかその辺も見ましょうと、管理職教

育でもいっているのです。

必要な配慮と対応策

診断区分や就業区分の結果だけを職場

にフィードバックします。管理職は１、

２、３の数字で結果を見ることになり、

２だと、ちょっとまずいのかなという認

識だけはしてくれると思います。

２や３の場合、該当する部下の方に話

を聞いていただいて、何がどうなのだと

いうことを上司から見当を付けていただ

いて、対策を考えていただきたいと思い

ます。

どういう配慮が必要なのかということ

は個々に違いますので、それについては

産業医からもこういう配慮が必要、時間

的な制限、内容的な負荷の軽減などいろ

いろお願いする場合があります。まった

く心当たりがないですという人もいらっ

しゃいます。

結果を見て気になる部下に対しては、

上司から声かけをしてもらったり、本人

から上司と相談するよう勧め、産業医と

も定期的に面談して、いろいろな調整を

する場合もあります。その途中で休業す

る場合もあります。休業した場合は休業

に専念してもらいます。病状を悪化させ

ることもあるので、特に最初の１～２か

月くらいは療養に専念していただいて、

面談は控えています。できれば休みに入

る前に、どんなことで体調を崩したのか

を教えていただき、復職後の参考にしま

す。

そして復職の時には、「職場復帰支援

プログラム」にのっとって、より円滑な

復職支援をします。

上司との相性

残業健診の場面での従業員の声の中で

は、「残業だけ減らす指示をしてもらっ

ても、「早く帰れ」と言われるだけだ」

「専門業務なので自分以外にできる人が

いないから休めない、人にまかせられな

い」「上司との相性が悪いので、上司に

は相談したくない」というのがけっこう

多いのです。上司に相談したくないとい

われた場合、どうするか。単に相談した

くないというだけではなく、ほんとに相

性が悪く、相談することで事態が悪化す

る場合もあるようです。

部長などのさらに上の上司や、そうい

った場合には直属の上司と本人の間の方

に相談させていただいています。

ただ仲が悪いといっても管理職の責任

としてその上司がやらなければいけない
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ことはありますから、原因には触れずに

必要な配慮は伝えておきます。

「上司に相談したが、一向に改善され

ない」。女性からは「女性管理職として

期待されているが、自分の能力とは合わ

ない気がする」「残業時間は短いが、毎

日憂うつだし疲れる」。この女性管理職

の方は、ひどいうつ状態だったので、う

つ状態の症状として悲観的な思考で自分

ができないという自責感から、申し訳な

い気分で、そういうこともあったと思う

のです。

「もう自分はだめだ。辞めたほうがい

いのではないか」とおっしゃったので、

そうではなくてうつ状態なので、薬を飲

めばとりあえず症状が良くなって考えも

変わるかもしれないから今は決断しない

方がよいと伝え、外部の精神科の病院に

紹介しました。

外部の産業医の活用

残業健診で終わるのではなく、結果を

活用すること。しっかりとしした産業保

健体制を構築すること。仕事により健康

障害を及ぼさないように努力し続けるこ

と。そして全般的に過重労働対策の仕組

みをきちんと作っておくこと。これらは

大変重要です。

もちろん作られていると思いますが、

締めの時間、担当者、書式や評価方法な

どの仕組みを、理想的にはマネジメント

システムの中で進めていきます。

まず外部の非常勤の先生を活用するに

は、専門家ではない先生もいますから、

きちんとした書式を作り、活用できるよ

うに提示してもよいと思います。

厚生労働省のチェックリストのマニュ

アルもあるので、参考にして下さいと依

頼しても良いのです。最近の非常勤の産

業医の先生は非常に熱心な方が多いの

で、１つの問題を投げかけるとやはり自

分といろいろ勉強されるようなのです。

ですから逆に困っているのですと相談

するとそれが刺激になって、いろいろな

対策を一緒に考えてくれる可能性もあり

ますので、うまく産業医を活用してほし

いと思います。

同じお金であれば、きちんと対応して

くれる先生のほうがいいですから、もし

契約していなければ、いい人材を捜して

産業医契約をするのも一つです。

長年の付き合いの産業医がいれば企業

の風土もわかっているでしょうから何か

の機会に残業健診や定期健診の保健指導

など、より具体的にお願いしたらいいの

ではないかと思います。

健康応援サイト

東芝は、本当に様々な活動を行ってい

ます（図表13参照）。１次予防は健康増

進と疾病予防、２次予防は早期発見、早

期診断、３次予防は復職支援や疾病の悪

化防止です。

少し紹介をすると、例えば、健康応援

サイト活楽人（からっと）というのは、

東芝健康保険組合のホームページにあっ

て、東芝健康保険組合と東芝との合同で

生活習慣病対策をしようというもので

す。

4 東芝における心身 の健康管理と増進 
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特長的なのは、サイトでできるという

ことと、被保険者は皆できるので家族も

一緒にできるという点です。だから奥さ

んと旦那さんが一緒になって歩くなど、

家族ぐるみの対策ができるのです。

歩いただけでなく、歩いた歩数によっ

てちょっとしたものがもらえるとか、小

さくても目標が立てられるようになって

います。サイトの中で、健康知識を身に

つけることもでき、困った時の相談窓口

も紹介しています。

電話相談窓口

２次予防としては、「こころの“ほっ

と”ステーション」という電話相談窓口

です。これは皆さんのところでもあると

思いますが、外部の相談窓口で匿名で電

話できるというのが特長で、この匿名性

を非常に重要視しています。誰が電話を

かけたかわかってしまうときちんと相談

してくれないのではないかという懸念が

ありまして、誰から電話がかかってくる

かもわからないのに本当に大丈夫なのか

という声もあったのですが、実質きちん

と動いているようです。

ですからこれの利用者の半数は配偶者

であり家庭の問題だとか、ご近所さんの

問題だとか、嫁姑関係の問題とか、そう

いうことも含まれています。奥さんのス

トレスというのは旦那さんにも響いたり

しますから、相互的にいい作用となれば

いいと思っています。

職場の相談もあるので、「こころの

“ほっと”ステーション」から所属事業
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所の産業医を紹介することもあります。

これは、東芝と東芝健康保険組合が一

緒に作った独自のEAP、従業員支援プ

ログラム、エンプロイー・アシスタン

ス・プログラムとも言えます（図表14

参照）。

いろいろ活用法があるとは思うのです

が、信頼できるスタッフをきちんと集め

ることが大切です。世の中にはEAPが

いっぱいありすぎて、本当に信頼できる

かというのがわからなくなっています。

東芝ではお金をかけてでも、いい物を作

ろうということで作ったので、いまでも

月に100件ぐらいは電話相談あります。

匿名性を重視している分、EAPとして

の評価が難しいものの、そういう意味で

は、有効なのではないかと思います。

職場復帰支援プログラム

職場復帰支援プログラムについてで

す。2004年に厚生労働省（中央労働災

害防止協会）から出されていますが、そ

の１年前から当社のプログラムは走って

いて、実は東芝の職場復帰支援プログラ

ムをかなり参考にして作られているので

す。ですから、東芝ではプログラムとし

て正式に運用される前から同じような方

法をとっていました。ですが、うつ病な

どメンタルヘルス関係で休業された方が

復職後に再発してまた休んだり、専門外

の産業医が対応に困ったりというケース

がありました。

ソフトランディングしてからきちんと

仕事できるまでサポートしよう、という

ことです。

従業員は私たち産業保健スタッフと会
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う機会が、年に１、２回はあります。定

期健康診断とその事後面談です。

時間外超過者健診で会う従業員も多い

のですが、同じ方が何度も来たりします。

それと、組織診断をやり始めています。

個人のストレスだけでなくて、組織的な

歪みを組織健康度として診ましょうとい

うものです。

職場巡視や教育などの機会での活用を

考えています。

あとは従業員教育で、セルフケア教育

や管理者教育をしながら、私がここの担

当者ですと顔を売るのです。本社では職

場担当制を敷いているので、保健師の数

は多くないのですが、カンパニー毎の顔

というのが決まっていて、ここのカンパ

ニーの人はこの人に相談してください、

ということをやっています。顔を知って

いれば少しは相談しやすくなりますとい

う気もしていますし、管理職教育も当然

やっています。

スタッフのレベルアップ

事業所に精神科医が必ずいるというわ

けではありません。

本社では、メンタル系の産業医が私を

含めて２名いるのですが、非常勤精神科

医でカバーしている事業所の方が多いで

す。

産業医が精神科でなくてもうつ病関係

の方はフォローしています。治療をして

いるわけではなく、うつ病の原因やきっ

かけが職場にないか、病状と業務負担が

マッチしているかなどを考え調整などを

行っています。それはうつ病だけにかか

わらず、高血圧でもほかの病気でも、少

なくとも健康状態が仕事により悪化しな

いようにすることだと思います。

必ずしも病気の専門家である必要はあ

りません。もちろん精神科の知識はある

程度必要ですので、産業医、保健師など、

産業保健スタッフ全体でレベルアップを

しています。

まず入社時の教育が産業医、産業保健

師それぞれにあります。産業医が絶対に

知っておくべきことなどを説明したテキ

ストがあり、担当産業医が説明をします。

保健師の場合も同様で、実習訓練もあり

ます。また数か月後のフォローアップ研

修やヒアリング定期教育などもありま

す。

そうはいっても、健康管理スタッフに

相談したくないというかたもいらっしゃ

います。そういうかたのためにも、電話

相談窓口もそうなのですが、なんでも相

談室とか、メール相談とか各種いろいろ

な方法でやっています。

診療情報提供書

復職支援プログラムにのっとって、主

治医の許可として診断書を出してもらっ

て、その後、所定の書式を出してもらう

のです。

その中で何が聞きたいかというと、主

治医が判断して、何が原因と推測され、

どんなことによって病状が悪くなって、

いま就業できるレベルなのか、今後何に

注意すればいいのか。という内容の書式

になっている診療情報提供書というもの

があります。

これは会社に提出するものではなく、

私たち産業保健スタッフが活用するもの

です。これは厚生労働省と同型の診療情

報提供書、もともと東芝で使用されてい
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たものなのですが、これを使っています。

近いうちに改訂する予定です。

復職希望の２週間ぐらい前には就業レ

ベルにあるかどうか判断したり、職場復

帰支援プログラムを作成するための面談

をしてます。主治医と産業医は役割が違

いますから、主治医は本人が復職したい

といえば日常生活レベルの判断で復職可

能ですという診断書を書きます。職場環

境が業務内容は勘案されていないため、

仕事ができるかというと、すぐには難し

いことも多くあります。実際にそれで復

職させてみたが全然翌日から来ない、起

きられない、仕事にならないということ

もあるのです。

それでは本人も困るし、職場からも信

頼されなくなるので、きちんと○月○日

の復職を目標に、○時～○時まで仕事が

できるというプログラムを設定して、そ

れが可能かどうかを、ジャッジしてあげ

るのが産業医の仕事です。

そのための判断項目として、日常生活

リズムがきちんとできている、安全に会

社に来られる、朝会社に来る時間には起

きられる、仕事ができそう、などの項目

がクリアできないとOKできません。

それができていない方は復職を延期し

ます。その間、朝決まった時間に起きる、

日常生活リズムを整える、外出訓練をす

るなどのリハビリを指導します。簡単な

睡眠日誌、生活リズムの日誌をつけても

らって次の復職面談の時に出してもらい

ます。

OKなら上司に就業上の配慮事項やヒ

アリング指導を行い、職場復帰をします。

治るまでは、三寒四温ですので、時々

悪くなったりすることもありますよとい

うことは、上司にも本人にもいっていま

す。

健康増進と再発防止

そういうわけで、「過重労働」だけに

ターゲットをしぼって考えていないので

す。法律は遵守していますけれども、労

働時間だけの話ではないし、ストレスが

かかるのは当たり前だ、そのストレスを

いいものにして行こう、というむしろ健

康増進に向かう考え方で、いいストレス

になるように、例えばこの人にはこうい

う仕事が向いているとかそこまでやって

いけたらと考えています。

しかし、プレイングマネージャーも多

く、そこまで余裕がないといわれる方も

少なくないのが現状です。

ただ知識的なことだけは、従業員も持

ち合わせてくれているようです。わかっ

てはいるのだけれども、なかなか他人を

気づかう余裕がないという声もあります

が、今後の発展への礎と思っています。

東芝のメンタルヘルス活動のまとめです

（図表15参照）。

いろいろやっていても病気になってし

まう方はある程度のパーセンテージで出

てしまいます。そのため、やはり復職支

援とか再発防止が必要になります。しか

し、普通に会社に来ている方が圧倒的に

多いのです。

その方々の健康度アップさせるために

１次予防に重点を移しつつあり病気にな

らないということだけではなくて、楽し

く仕事ができるだとか、やりがいをもっ

て仕事ができるとか、ひいては生産性ア

ップして企業に貢献できるというように

できれば、というのが理想です。
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そういう方向で、アサーション＝自己

表現法や認知の歪みを修正する訓練、つ

まり認知療法もとり入れています。

健康な生活を送るうえで大切なのはや

はり睡眠です。

脳は健康状態もコントロールする中枢

ですから、みなさんもいい睡眠をとって

いただいて、健康障害を起こさないよう

にしていい仕事をしていただきたいと思

っています。

ご清聴ありがとうございました。

（本稿は平成19年２月16日貊に開催しま

した第2415回労働法学研究会の講演録を

加筆・整理したものです。文責・編集室）

〈参考文献〉

労働安全衛生法等の改正（平成18年４

月１日施行）に係るパンフレット等のう

ち、

・長時間労働者への面接指導チェックリ

スト（医師用）

・長時間労働者への面接指導マニュアル

（医師用）
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地方といっても様々なのです

が、基本的にすごく地方の事業

所、すごく少人数のところは、やはり地

元の開業医さんにお願いせざるを得なく

て、契約でやっています。

ですから、「こういうフォーマット使

っています」といって、お願いしている

という場合が多いです。

私たちが出向くということはあまりあ

りませんが、関連会社で行っている場合

A1
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QQ
例会参加者と
講師間の

地方の事業所で常勤の産業医の先生がいらっしゃら
ない場合、地方の事業所に属する社員が長時間労働
に関しても東京の先生が担当されているのでしょう
か。地方から面接のために上京させている場合、業
務の扱いにしているのでしょうか。また旅費はどう
しているのでしょうか。

産業医の先生と人事・労務の情報の共有についてで
す。プライバシーにも関わるので、早期発見・早期
介入するには、会社としては相談の段階で把握した
いのですが、契約している産業医の先生とはどのよ
うに連携されているのでしょうか。

東芝で、もともと時間管理していなかった管理職や
成果主義の方の時間管理を始めたとお話されたので
すが、具体的に、営業とか、みなしでやっている人
達の場合には、実際どうされているのでしょうか。

私の会社では産業医が内科医の方で、嘱託精神科医
がいます。産業医と精神科医の役割分担、特に精神
科医の方で産業医の資格をお持ちでない方がおられ
ますが、そうした方にどこまでの範囲をやっていた
だいていいのか。メンタル関連は精神科医に任せて
よいのかどうか、お聞きしたい。

職場復帰支援プログラムの紹介がありましたが、そ
の中で、面談を２回入れておられるのですが、この
意味合いをお聞きしたい。

5

4

3

2

1

質疑応答



もあります。むしろ、出張で３か月本社

に来ているのでお願いしますとか、逆に

ほかの事業所に依頼したりといった、事

業所間相互のやり取りというのはありま

す。

面談は業務扱いにします。基本的に従

業員の面談というのは、就業時間の中で

やっていただきますし、残業健診に関し

ても同様です。わざわざ呼び出すことも

確かにあり、もちろんその場で費用も出

します。ただ特に海外出張者には余り手

間を掛けないように、問診票をまず送っ

てスクリーニングをかけたりというやり

方をとるということのほうが多いです。

通常は先ほどのフォーマット

（図表10）で、判定区分の結果

を職場および総務（勤労）にお返ししま

す。

当社の場合はカンパニー制をとってい

るので、各カンパニーの総務の人事・勤

労担当の方が連携がよく、過重労働とは

関係なく、メンタル系の相談が総務経由

できたり、こちらからそれに対して結果

を可能な範囲で返すということはやって

います。内容について絶対に言わないと

いうこともなく、安全や健康配慮義務に

関する部分についてはプライバシーに配

慮した上でお伝えしています。

やはり病名はなるべく言わないという

ことはあるのですが、会社に絡んでいる

ことでいわなければならないことは総務

にもお話していて、できれば本人同席の

上でのことですがやりとりはしていま

す。

管理職の時間管理ですが、やり

方はPCのオンオフです。です

から営業の方は、みなしになっている可

能性も大いにあります。PCのオンオフ

では外出や出張の時に差が生じるので、

日勤管理をしていて、例えば今日のよう

に講演で出たときは、「ちょっとした講

演にいっていました」などと言い訳文を

書くのです。それを日々上長に報告をし

て承認を得ています。その理由や時間に

ついては、たしかに自己申告です。それ

でも少なくともPCのオンオフ時間は会

社にいるということは、意味があること

だと思います。

当社でも内科の産業医が多く、

嘱託の精神科医と契約している

事業場も少なくないです。産業医と精神

科医が密に連携をとっています。過重労

働関係の面談は、産業医の先生がやって

おり、その中のメンタル項目で引っかか

った人が嘱託の精神科医のところに行っ

て、うつ病かどうかとかほかに問題があ

るかどうか判断して産業医に返すという

のがスタンダードなのではないかと思い

ます。

非常勤の精神科の先生が産業医の資格

を持っていなくても、産業医の先生が持

っているので、連携をとることで解決で

きると思います。

職場復帰プログラムの２回の面

談については、１回目は復職希

望日の２週間前に復職面談をするわけで

すが、まずどのくらいのレベルまで病状

が回復しているか、ジャッジした上で、

あと何か月、何週間くらいで出てこられ

そうかという復職の見積もりをします。

その間復職するまでリハビリをして下さ

い、という生活指導をします。

その後、本当に予定日に復職できるか

判断するための面談を行います。厚生労

A5

A4

A3

A2
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働省の職場復帰支援プログラムでも２回

やることになっているのですが、概ね１

回目の面談の１、２週後ぐらいに面談を

して最終確認をします。

㈱東芝では２時間の時間差出勤が取れ

るので、通常８時半から始業であれば10

時半に出て来られます。10時半に出てく

るためには、最低８時には起床していな

ければいけないとすると、本当に起きれ

ているかどうかチェックし、起きていな

ければもう１、２週待ちましょうとなる

わけです。さらに日常的に家に引きこも

っているのではなくて、図書館に通って

いるとか買い物に行っているとか、外出

しているかどうかも判断材料として入れ

ています。また新聞を読んでいるとか、

人と話しているとか、頭を使う作業をし

ているのであれば、復職が許可できるこ

とが多いです。

また上司と一緒に仕事の内容の相談を

することも重要です。

元の職場に戻るのが原則なのです。メ

ール整理などの軽負荷業務から始まっ

て、昔やっていた仕事まで戻っていくと

いうプランをそこで提示してあげるわけ

です。職場にストレス原因があれば、本

人がストレスにさらされないようにする

対策について一緒に相談します。

労働法学研究会報 No.2406 63


	003本会報2406目次
	004-025本会報2406濱口本文
	1/22
	2/22
	3/22
	4/22
	5/22
	6/22
	7/22
	8/22
	9/22
	10/22
	11/22
	12/22
	13/22
	14/22
	15/22
	16/22
	17/22
	18/22
	19/22
	20/22
	21/22
	22/22

	本会報2406講演録1濱口質疑
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4

	030-060本会報2406石崎本文
	1/31
	2/31
	3/31
	4/31
	5/31
	6/31
	7/31
	8/31
	9/31
	10/31
	11/31
	12/31
	13/31
	14/31
	15/31
	16/31
	17/31
	18/31
	19/31
	20/31
	21/31
	22/31
	23/31
	24/31
	25/31
	26/31
	27/31
	28/31
	29/31
	30/31
	31/31

	061-063本会報2406石崎質疑
	1/3
	2/3
	3/3

	064本会報広告第一資料
	065本会報広告2406セミナー
	066本会報2406講演録質問票



